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税務訴訟資料 第２７３号（順号１３８１８） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税等更正処分等取消請求事件、更正をすべき

理由がない旨の通知処分取消請求事件 

 国側当事者・国（東山税務署長） 

 令和５年２月１７日認容・控訴 

 

    判    決 

 原告          一般財団法人Ａ 

 同代表者代表理事    甲 

 同訴訟代理人弁護士   加藤 新太郎 

 同           仲谷 栄一郎 

 同           川添 文彬 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 処分行政庁       東山税務署長 

             宮田 美都里 

 被告指定代理人     別紙１指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 東山税務署長が平成３０年５月３０日付けで原告に対してした、別紙２の３処分一覧表３記載

の各処分をいずれも取り消す。 

 ２ 東山税務署長が平成３１年４月２４日付けで原告に対してした、別紙２の４処分一覧表４記載

の各処分をいずれも取り消す。 

 ３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 東山税務署長が平成３０年５月３０日付けで原告に対してした、別紙２の１処分一覧表１記

載の各処分をいずれも取り消す。 

  ２ 東山税務署長が平成３１年４月２４日付けで原告に対してした、別紙２の２処分一覧表２記

載の各処分をいずれも取り消す。 

  ３ 主文第１項と同旨 

  ４ 主文第２項と同旨 

 第２ 事案の概要等 

    本件は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）

４２条２項に定める特例民法法人から、整備法４５条に基づく内閣府の認可及び移行の登記

を経て一般財団法人へと移行した原告が、処分行政庁に対し、平成２３年４月１日から平成

２４年３月３１日までの事業年度又は課税事業年度（以下「平成２４年３月期」といい、他



2 

 

の事業年度又は課税事業年度についてもその終期に応じて同様に表記する。）から平成３０年

３月期まで（以下「本件各事業年度」という。）の法人税、復興特別法人税及び地方法人税

（以下「法人税等」という。）の確定申告をしたところ、①処分行政庁から、平成２５年３月

期、平成２６年３月期、平成２７年３月期及び平成２９年３月期の法人税等について、有価

証券譲渡益の計上漏れを理由とする更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたこ

とから、同各更正処分のうち同理由による増額更正部分及び同各賦課決定処分の取消しを求

め、②処分行政庁に対し、本件各事業年度の法人税等について、減価償却額の計上の誤りを

理由とする更正の請求をしたが、いずれについても更正をすべき理由がない旨の通知処分を

受けたことから、同各通知処分の取消しを求めるとともに、③上記①の各更正処分のうち有

価証券譲渡益の計上漏れを理由とする増額更正部分及び減価償却額の計上の誤りを理由とす

る減額更正処分がされるべき部分並びに上記①の各賦課決定処分の取消しを求め、④上記②

の各通知処分のうち、上記①の各更正処分の対象とされていない平成２４年３月期、平成２

８年３月期及び平成３０年３月期の法人税等の更正の請求に係る更正をすべき理由がない旨

の通知処分の取消しを求めている事案である。 

    なお、請求の趣旨第３項及び第４項の請求は、同第２項の請求のうち、上記①の各更正処分

の対象とされている事業年度又は課税事業年度の法人税等の更正の請求に係る更正をすべき

理由がない旨の通知処分の取消しを求める部分は、訴えの利益を欠く不適法なものであると

する被告の主張を踏まえた請求であり、請求の趣旨第１項及び第２項の請求と同第３項及び

第４項の請求とは、選択的併合である。 

  １ 関係法令の定め等 

  （１）法令の定め 

     本件に関係する法令の定めは、別紙３関係法令の定めのとおりである。なお、同別紙にお

いて定めた略称等は、以下においても用いることとする。 

  （２）公益法人制度の概要 

     整備法による改正前の民法（以下「旧民法」という。）３４条は、学術、技芸、慈善、祭

祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官

庁の許可を得て、法人とすることができる旨規定しており、平成２０年法律第２３号による

改正前の法人税法２条６号及び別表第二は、旧民法３４条の規定により設立された公益法人

（社団法人又は財団法人）は、法人税法上の公益法人等に該当するものとしていた。 

     整備法の制定及びこれに伴う上記民法等の改正により、旧民法３４条に基づき設立された

公益法人は、平成２０年１２月１日から５年間の移行期間は、特例民法法人として、既存と

同様の規律の下で存続できることとされ（整備法４０条１項、４２条１項）、その移行期間

内に、公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の認定の申請又は一般社団法人若しくは

一般財団法人（以下「一般社団法人等」という。）への移行の認可の申請が必要となり（整

備法４４条、４５条）、移行が認められなかった法人や移行の申請を行わなかった法人につ

いては、移行期間満了の日に解散したものとみなされることとなった（整備法４６条）。上

記のような特例民法法人は、法人税法２条６号に定める公益法人等とみなされていたが（所

得税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）附則１０条１項）、特例民法法

人が認可を受けて一般社団法人等（非営利型法人に該当するものを除く。）に移行した場合、

法人税法上も、公益法人等から、同法２条９号に定める普通法人に移行することになる。 
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     一般社団法人等への移行の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたとき

に解散するものとした場合において旧民法７２条の規定によれば当該特例民法法人の目的に

類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当する

ものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるとこ

ろにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところによ

り、当該算定した額（公益目的財産額）に相当する金額を公益の目的のために支出すること

により零とするための計画（公益目的支出計画）を作成しなければならないこととされてい

る（整備法１１９条１項）。 

  （３）公益法人等の普通法人への移行に係る税制の概要 

    ア 移行日の属する事業年度における清算的な課税 

      法人税法上の公益法人等が普通法人に移行する場合、移行日前の収益事業以外の事業

（以下「非収益事業」という。）から生じた所得の金額又は欠損金額の累積額としてそれ

ぞれ政令で定めるところにより計算した金額（累積所得金額又は累積欠損金額。以下、併

せて「累積所得金額等」という。）に相当する金額は、移行日の属する事業年度の所得の

金額の計算上、益金又は損金の額に算入される（同法６４条の４第１項）。これにより、

移行前の公益法人等としての非収益事業から生じた所得の累積額等につき、清算的な課税

がされることとなる。 

      ただし、特例民法法人である公益法人等が普通法人に移行する場合には、移行日以後に

公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額は、累積所得金額から控除し、

又は累積欠損金額に加算することとされている（法人税法６４条の４第３項、施行令１３

１条の５第１項３号）。これにより、当該政令で定める金額については、清算的な課税の

対象から除外されることとなる。 

   イ 移行日の属する事業年度以後の各事業年度における課税 

     特例民法法人である公益法人等から移行した普通法人は、公益目的支出計画に従い、公益

目的財産額に相当する金額から、各事業年度末日における公益目的収支差額（整備法施行規

則２３条２項）を減算した額である公益目的財産残額が零になるまで、公益目的支出を続け

ることとなる（整備法１１９条１項、２項、１２３条、１２４条）。そして、移行日の属す

る事業年度以後の各事業年度においては、公益目的支出の額（整備法１１９条２項１号）が

公益目的支出計画に係る公益事業から生ずる実施事業収入の額（同項２号）を超えるときは、

その超える部分の金額（支出超過額）は、調整公益目的財産残額（施行令１３１条の５第７

項）を超えない限り、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されな

い（同条５項）。他方、実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき（調整公益目的

財産残額がある場合に限る。）は、その超える部分の金額（収入超過額）は、当該法人の各

事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない（同条６項）。このような課税関

係は、当該法人が、公益目的財産残額が零となったとして認可行政庁から受ける、公益目的

支出計画の実施が完了したことの確認（整備法１２４条）に係る事業年度まで継続される。 

  ２ 前提事実 

  （１）原告の法人格等 

     原告は、Ｂ伝承の文化等を興隆する事業を行い、広く国民の教化善導を図ること等を目的

とする一般財団法人である（甲１）。 
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     原告は、整備法４２条２項に定める特例民法法人であったが、整備法４５条に基づく内閣

府の認可を受け、平成２３年２月３日（以下「本件移行日」という。）に登記を経て、一般

財団法人へと移行するとともに、その名称を現在のものへと変更した（以下、同移行前の原

告を「移行前の原告」、同移行後の原告を「移行後の原告」ということがある。）。 

     移行前の原告の最終の事業年度は、平成２２年４月１日から本件移行日の前日である平成

２３年２月２日までであった（以下「移行前最終事業年度」という。）。また、移行後の原告

の最初の事業年度は同月３日（本件移行日）から同年３月３１日まで（以下「平成２３年３

月期」という。）であったが、その後の事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までで

ある。 

  （２）原告における本件移行日前後の会計処理等 

    ア 有価証券に関する会計処理等 

    （ア）原告の保有する有価証券 

       原告は、本件移行日より前に、別紙４の１から３までの「本件各譲渡有価証券譲渡損

益計算一覧」の「銘柄」欄記載の有価証券（以下「本件各譲渡有価証券」という。）を、

「移行前取得価額②」欄記載の金額の対価を支払うなどして取得し、本件移行日の前日

の時点で、これらを非収益事業に属する資産として保有していた（以下、本件各譲渡有

価証券を含め、本件移行日の前日の時点で原告が非収益事業に属する資産として保有し

ていた有価証券を「本件各移行有価証券」といい、移行前の原告がこれを取得した対価

の額を「移行前取得価額」という。）。 

       原告は、本件移行日より前には、本件各移行有価証券につき、移行前取得価額をもっ

てその帳簿価額としていた。 

    （イ）有価証券の評価替え 

       原告は、本件各移行有価証券につき、平成２３年３月１３日及び同年４月１３日、平

成２２年４月１日付けの会計処理として、同日の時価に基づいて算出した評価損を計上

し、さらに、平成２３年３月２１日及び同年４月１３日、本件移行日の前日である同年

２月２日付けの会計処理として、同日の時価に基づいて算出した評価損を計上した。こ

れらの会計処理を行う前は、原告の貸借対照表上の本件各譲渡有価証券の帳簿価額は移

行前取得価額であったが、これらの会計処理を行った結果、別紙４の１から３までの

「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算一覧」の「被告主張譲渡原価の額⑤」欄記載の金額

（以下「本件各譲渡有価証券処理後価額」という。）となった。 

    （ウ）有価証券の譲渡等 

       原告は、本件各譲渡有価証券のうち、別紙４の１「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算

一覧（平成２５年３月期）」の「銘柄」欄記載の有価証券を平成２５年３月期に、別紙

４の２「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算一覧（平成２６年３月期）」の「銘柄」欄記

載の有価証券を平成２６年３月期に、別紙４の３「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算一

覧（平成２７年３月期）」の「銘柄」欄記載の有価証券を平成２７年３月期に、各「譲

渡対価の額①」欄記載の金額（以下「本件各譲渡有価証券譲渡対価額」という。）の対

価をもって譲渡し、又はその償還を受けた。 

       前記（イ）の評価損が計上された後、上記の譲渡又は償還（以下、併せて「譲渡等」

という。）までの間に、本件各譲渡有価証券の帳簿価額が変動したことはなく、また、
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原告が本件各譲渡有価証券と同一の銘柄の有価証券を取得したこともなかったため、上

記の各譲渡等の時点における本件各譲渡有価証券の帳簿価額は、本件各譲渡有価証券処

理後価額であった。 

    イ 減価償却資産に関する会計処理 

    （ア）原告の保有する減価償却資産 

       原告は、本件移行日の前日の時点で、減価償却資産（以下、本件移行日の前日の時点

で原告が保有していた減価償却資産を「本件各減価償却資産」という。）を保有してお

り、その帳簿価額（以下「本件各減価償却資産処理前価額」という。）の合計額は１８

０億９７２９万１２８２円であった。本件各減価償却資産の中には、本件移行日の前日

の時点で、収益事業に属していた減価償却資産（以下「本件各収益事業帰属減価償却資

産」という。）と、非収益事業に属していた減価償却資産（以下「本件各移行減価償却

資産」という。）との双方が含まれていた。 

    （イ）移行前最終事業年度における減価償却費の計上 

       原告は、平成２３年３月１２日、平成２２年４月１日付けの会計処理として、本件各

減価償却資産の「過年度減価償却費」として５２億８６２３万３１０７円を計上し、さ

らに、平成２３年３月１５日及び同月２１日、本件移行日の前日である同年２月２日付

けの会計処理として、減価償却費として合計２億１６３４万０４１８円を計上した。 

       これらの会計処理の結果、本件移行日の前日における本件各減価償却資産の帳簿価額

（以下「本件各減価償却資産処理後価額」という。）の合計額は、上記の「過年度減価

償却費」及び減価償却費を合計した５５億０２５７万３５２５円減額され、１２５億９

４７１万７７５７円となった。 

    （ウ）本件各事業年度における減価償却費の計上 

       原告は、本件各事業年度において、本件各減価償却資産処理後価額を基に計算される

償却限度額と同額の減価償却費の額を正味財産増減計算書に計上した。 

  （３）確定申告及びその後の手続 

    ア 確定申告 

      原告は、本件各事業年度の法人税、平成２５年３月期及び平成２６年３月期の復興特別

法人税並びに平成２９年３月期及び平成３０年３月期の地方法人税につき、各法定申告期

限内に、処分行政庁に対する確定申告（その内容は、別表１－１から７まで、別表２－１

及び２並びに別表３－１及び２（以下、併せて「別表」という。）の各「確定申告」欄記

載のとおりである。以下、併せて「本件各確定申告」という。）を行った（乙１３から２

１まで）。 

    イ 有価証券の譲渡損益に関する確定申告の内容及びその後の手続 

    （ア）本件各確定申告の内容 

       原告は、本件各確定申告においては、本件各譲渡有価証券の譲渡に際し、移行前取得

価額を譲渡原価とし、移行前取得価額と本件各譲渡有価証券譲渡対価額との差額である

別紙４の１から３までの「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算一覧」の各「原告主張譲渡

利益額又は譲渡損失額③（①－②）」欄記載の金額をもって譲渡損益とした。 

    （イ）更正処分 

       処分行政庁は、平成３０年５月３０日付けで、原告に対し、平成２５年３月期から平
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成２７年３月期まで及び平成２９年３月期の法人税、平成２５年３月期及び平成２６年

３月期の復興特別法人税並びに平成２９年３月期の地方法人税（以下、併せて「本件各

更正処分対象法人税等」という。）について、それぞれ更正処分及び過少申告加算税の

賦課決定処分（ただし、平成２９年３月期の地方法人税については、更正処分のみ。そ

れらの内容は、別表の各「（１）更正・賦課決定処分」欄又は「（１）更正処分」欄記載

のとおりである。以下、併せて「本件各更正処分等」という。）を行った。本件各更正

処分等の理由は、本件各譲渡有価証券処理後価額と本件各譲渡有価証券譲渡対価額との

差額をもって本件各譲渡有価証券の譲渡損益とすべきであったにもかかわらず、本件各

確定申告においては、前記（ア）のとおり、移行前取得価額と本件各譲渡有価証券譲渡

対価額との差額をもって譲渡損益とされているから、本件各譲渡有価証券処理後価額と

移行前取得価額との差額に相当する金額の譲渡損益の計上漏れがある、というものであ

った（甲５の１から７まで）。 

    （ウ）本件各更正処分等に対する不服申立て 

       原告は、平成３０年８月２９日、処分行政庁に対し、本件各更正処分等の全部の取消

しを求めて再調査を請求した（乙２４）。処分行政庁は、平成３１年４月２３日付けで、

同請求を棄却する旨の決定を行った（甲８）。 

       原告は、令和元年５月２４日、国税不服審判所長に対し、本件各更正処分等の全部の

取消しを求めて審査請求を行ったが（甲９）、本件訴えの提起後である同年１１月１８

日、同請求を取り下げた（乙２）。 

    ウ 減価償却額に関する確定申告の内容及びその後の手続 

    （ア）本件各確定申告の内容 

       原告は、本件各確定申告においては、前記（２）イ（ウ）のとおり、本件各減価償却

資産につき、本件各減価償却資産処理後価額を基に計算される償却限度額と同額の減価

償却費の額を正味財産増減計算書に計上した。 

    （イ）更正の請求 

       原告は、平成３０年１２月１０日、処分行政庁に対し、本件各事業年度の法人税、平

成２５年３月期及び平成２６年３月期の復興特別法人税並びに平成２９年３月期及び平

成３０年３月期の地方法人税について、本件各減価償却資産に係る減価償却費の損金算

入不足額があるとして、その損金算入を求める内容の各更正の請求（その内容は、別表

の各「更正の請求」欄記載のとおりである。）を行った。同請求の理由は、本件各事業

年度における減価償却は、前記（２）イ（イ）の「過年度減価償却費」及び減価償却費

の計上前の帳簿価額である本件各減価償却資産処理前価額に基づいて行うべきであるに

もかかわらず、同計上後の帳簿価額である本件各減価償却資産処理後価額に基づいて行

った本件各確定申告における減価償却は誤りであったというものであった（甲６の１か

ら９まで）。 

       処分行政庁は、平成３１年４月２４日付けで、原告に対し、上記各更正の請求に対し

て、いずれについても更正をすべき理由がない旨の通知処分（以下「本件各通知処分」

といい、本件各通知処分のうち、本件各更正処分対象法人税等の各更正の請求に対する

処分を「本件各更正処分対象法人税等通知処分」という。）を行った。その理由は、本

件各事業年度の間における減価償却に係る償却限度額は、本件減価償却資産処理後価額
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を基に計算するのが正しく、本件各確定申告における減価償却費の損金算入額に誤りが

あるとは認められないというものであった（甲７の１から１１まで）。 

    （ウ）本件各通知処分に対する不服申立て 

       原告は、令和元年５月２４日、国税不服審判所長に対し、本件各通知処分の全部の取

消しを求めて審査請求を行ったが（甲１０）、本件訴えの提起後である同年１１月１８

日、同請求を取り下げた（乙２）。 

    エ 本件訴えの提起 

      原告は、令和元年１０月１５日、本件訴えを提起した。 

  ３ 争点 

  （１）本件各更正処分対象法人税等通知処分の取消しの訴えの利益 

  （２）本件各更正処分等の適法性 

    ア 施行令１１９条の２第１項１号の意義及び本件における適用関係 

    イ 施行令１３１条の６の適法性 

    （ア）政令委任の限界 

    （イ）法人税法による委任の範囲の逸脱の有無 

    ウ 施行令１３１条の６の「その帳簿に記載されていた金額」の意義 

    エ 施行令１３１条の６が適用されない場合の譲渡原価の額 

  （３）本件各通知処分の適法性 

    ア 本件各移行減価償却資産について 

    （ア）損金経理額（法人税法３１条４項の意義及び本件における適用関係） 

    （イ）償却限度額 

       ａ 施行令４８条１項１号イ（２）の意義及び本件における適用関係 

       ｂ 施行令１３１条の６の適法性 

       （ａ）政令委任の限界 

       （ｂ）法人税法による委任の範囲の逸脱の有無 

       ｃ 施行令１３１条の６の「その帳簿に記載されていた金額」の意義 

       ｄ 施行令１３１条の６が適用されない場合の償却限度額 

    イ 本件各収益事業帰属減価償却資産について 

  ４ 争点に対する当事者の主張 

  （１）本件各更正処分対象法人税等通知処分の取消しの訴えの利益 

    ア 原告の主張 

      同一事業年度の法人税又は同一課税事業年度の復興特別法人税若しくは地方法人税につ

いて、増額更正処分がされるとともに、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の

通知処分がされた場合、増額更正処分は、同処分により納税者の納付すべき税額を改めて

確定するものであって、納税者が更正の請求の手続を行うことなくその取消しを求めるこ

とができるのは、同処分に係る税額のうち納税者の申告に係る税額を超える部分のみであ

るのに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分は、納税者からの更正の請求において

理由とされたところをもって減額更正処分をすることを拒否し、納付すべき税額が申告に

より既に確定したとおりであることを確認する意味を持つものであるから、これらの処分

は、内容を異にし別個の効果を有する処分である。したがって、このような場合であって
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も、通知処分の取消しを求める訴えの利益はある。 

      本件においては、本件各更正処分対象法人税等については、本件各更正処分等がされる

とともに、本件各事業年度の法人税等の各更正の請求に対して本件各通知処分がされてお

り、原告はその双方の処分の取消しを求めているところ、この点を理由として、本件各更

正処分対象法人税等通知処分の取消しを求めるにつき訴えの利益が否定されることにはな

らない。 

    イ 被告の主張 

      同一事業年度の法人税又は同一課税事業年度の復興特別法人税若しくは地方法人税につ

いて、増額更正処分がされるとともに、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の

通知処分がされた場合、通知処分は、申告税額の減少のみに関わるのに対し、増額更正処

分は、納付すべき税額の全体に関わり、実質的には申告税額等を正当でないものとして否

定し、これに増額変更を加えて税額の総額を確定するものであるから、増額更正処分の内

容は、通知処分の内容を包摂する関係にある。したがって、そのような場合、その税額等

を争う納税者は、増額更正処分に対する取消訴訟の中で、通知処分における減額更正をし

ない旨の判断に存する違法を主張し、申告税額等を下回る額にまで増額更正処分の取消し

を求めれば足りるから、通知処分の取消しを求める訴えの利益は認められない。 

      本件においては、本件各更正処分対象法人税等につき、本件各更正処分等がされるとと

もに、本件各事業年度の法人税等の各更正の請求に対して本件各通知処分がされており、

原告はその双方の処分の取消しを求めているところ、上記の理由から、本件各更正処分対

象法人税等通知処分の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠くものであり不適法である。 

  （２）本件各更正処分等の適法性 

    ア 施行令１１９条の２第１項１号の意義及び本件における適用関係 

    （ア）被告の主張 

       公益法人等の非収益事業から生じた所得については法人税が課されない（法人税法７

条）ため、同法第２編及び第３編の規定は適用されないことからすると、公益法人等が

非収益事業に属する資産として有価証券を取得することは、施行令１１９条１項及び１

１９条の２第１項１号にいう「取得」に含まれない。また、公益法人等が、普通法人へ

の移行前に、非収益事業に属する資産として同一銘柄の有価証券を１回又は複数回にわ

たり取得し、普通法人への移行後、さらに同一銘柄の有価証券を取得した場合において

は、当該移行後の取得に係る同号にいう「その取得の直前の帳簿価額」とは、当該移行

後の取得の直前の税務上の帳簿価額を意味し、同取得後の「一単位当たりの帳簿価額」

は、同取得の直前の税務上の帳簿価額と、同取得に係る取得価額との合計額を、当該有

価証券の総数で除した平均単価をもって計算されることになる。そうすると、公益法人

等が、普通法人への移行前に、非収益事業に属する資産として同一銘柄の有価証券を１

回又は複数回にわたり取得し、普通法人への移行後、同一銘柄の有価証券を追加取得す

ることなく、当該有価証券を譲渡した場合、「その取得の直前の帳簿価額」とは、当該

有価証券の譲渡直前の税務上の帳簿価額を意味すると解すべきである。 

       本件各譲渡有価証券については、公益法人等であった移行前の原告が非収益事業に属

する資産として取得し、本件移行日後には同一銘柄の有価証券を追加取得することなく、

譲渡したものであり、本件各譲渡有価証券に係る「その取得の直前の帳簿価額」とは、
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譲渡直前の税務上の帳簿価額を意味するから、譲渡直前の税務上の帳簿価額をその有価

証券の総数で除した平均単価が「一単位当たりの帳簿価額」となる。そして、原告は、

本件移行日以降、本件各譲渡有価証券を譲渡するまでの間に、帳簿価額の増減を伴う評

価替えをしていないから、本件各譲渡有価証券の譲渡直前の税務上の帳簿価額は、本件

移行日における税務上の帳簿価額と同額である。したがって、本件各譲渡有価証券の

「その取得の直前の帳簿価額」は、本件移行日における税務上の帳簿価額であることに

なる。 

       施行令１１９条の２第１項１号につき上記のとおり解すべき理由は、以下のとおりで

ある。 

       ａ 二重の所得金額の減少の防止 

         法人税法６１条の２第１項２号は、有価証券の譲渡損益額の算定の基礎となる譲

渡原価の額につき、取得価額ではなく、一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によ

り算出した金額とする旨定めている。これは、有価証券の保有期間中における評価

替えにより生ずる課税関係と整合した形で譲渡原価を定めることにより、有価証券

の譲渡に伴う譲渡損益額に対する課税の際に、評価益の額に相当する金額を二重に

益金の額に算入させ又は損金の額に算入させず、もって、所得の金額を二重に増額

させ、あるいは、評価損の額に相当する金額を二重に損金の額に算入させ又は益金

の額に算入させず、もって、所得の金額を二重に減少させること（以下「二重の所

得減少」という。）を防止し、課税の公平を図るためである。 

         そして、公益法人等が非収益事業に属する資産として取得した有価証券について、

普通法人への移行までの間に評価損の額を計上し、移行時の会計上の帳簿価額が会

計上の取得価額より減額されている場合には、当該評価損の額相当額につき、調整

公益目的財産残額が少額となり、それゆえ支出超過額の損金への算入額が多額とな

ることによって、移行後の各事業年度において所得の金額が減少することがあり得

る。一方で、原告の主張するように、施行令１１９条の２第１項１号にいう「その

取得の直前の帳簿価額」を、評価損の額を計上する前の会計上の取得価額を意味す

るものと解すると、当該評価損の額相当額が譲渡原価の額に含まれたままとなる結

果、譲渡利益額が少額となり、又は譲渡損失額が多額となることによって、上記評

価損の額相当額につき、有価証券の譲渡の際においても所得の金額が減少するため、

この点において、二重の所得減少が生じ得る。このような事態は、課税上の公平性

を欠き、法人税法６１条の２第１項２号の趣旨に反するものである。したがって、

公益法人等が非収益事業に属する資産として取得した有価証券について、普通法人

への移行までの間に評価損の額を計上し、移行時の会計上の帳簿価額が会計上の取

得価額より減額されている場合には、施行令１１９条の２第１項１号にいう「その

取得の直前の帳簿価額」とは譲渡直前の税務上の帳簿価額を意味するものと解すべ

きである。 

         なお、評価損の額の計上による減額部分につき、調整公益目的財産残額が少額と

なることによっては、所得の金額が減少しない場合があり得るとしても、そのよう

な不明確かつ不確定な予測にすぎない事情をもって、上記解釈の正当性が左右され

るものではない。 
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       ｂ 取得価額が判明しない可能性 

         公益法人等が有価証券を取得した後、長期間経過した後に普通法人に移行する場

合、取得時及びその後の会計上の帳簿が全て保存されていない可能性があり、かつ、

移行時点で保存されている会計上の帳簿の記載のみから、各取得時における取得価

額を特定した上、各取得時の取得価額及び各取得の直前又は各取得の日の属する事

業年度開始時の帳簿価額を基礎として、移行後の譲渡時の譲渡原価の額を納税者及

び課税庁において算定することは、事実上不可能であることが十分あり得る。一方、

法人税法６４条の４第６項及び６５条の委任を受けた施行令１３１条の６は、累積

所得金額等を計算する場合の移行時資産等（同条に定める移行時資産等をいう。以

下同じ。）の帳簿価額を定めるのみならず、その定められた移行時資産等の移行時

の帳簿価額を前提としてその後記帳がされ、その帳簿価額が、同法２２条から６４

条までの各規定のうち帳簿価額をその課税要件の計算の基礎等とするものにおける

帳簿価額として用いられると解すれば、上記のような問題は生じない。それゆえ、

移動平均法を定める施行令１１９条の２第１項１号も、このような仕組みを前提と

して定められているものとみるのが相当であり、同号にいう「その取得の直前の帳

簿価額」とは譲渡直前の税務上の帳簿価額を意味するものと解釈すべきである。 

       ｃ 原告の指摘するその余の問題点について 

         原告は、被告の主張する解釈の問題点を指摘するが、かかる指摘は、以下のとお

り、いずれも失当である。 

       （ａ）原告は、後記（イ）ｃ（ａ）のとおり主張するが、施行令１１９条の２第１項

１号の定める移動平均法は、当該有価証券の譲渡の直前の帳簿価額をその総数

で除して平均単価を算出するのと同義である以上、同号にいう「取得」がない

場合に上記のとおり解することが文理解釈として無理があるとはいえない。ま

た、「取得」が存在しないことと、移行法人が移行時資産等に該当する有価証券

（以下「移行時資産等有価証券」という。）を保有しないこととは同義ではない

から、被告の主張が「背理」であるとはいえない。 

       （ｂ）原告が後記（イ）ｃ（ｂ）のとおり指摘する法人税法６４条の４第１項に定め

る累積所得金額等の計算は、公益法人等から普通法人に移行することで非収益

事業に係る所得の累積額が課税対象となる局面であって、移行前の公益法人等

の非収益事業につき同法第２編の規定を適用しているものではない。 

    （イ）原告の主張 

       公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得する場合も、施行令１１

９条の２第１項１号にいう「取得」に当たり、施行令１１９条によって計算されるその

取得価額が、同号にいう「その取得をした有価証券の取得価額」である。したがって、

本件各譲渡有価証券に係る「その取得をした有価証券の取得価額」とは、施行令１１９

条に基づき計算されるその取得価額、すなわち移行前取得価額であり、これを当該銘柄

の有価証券の総数で除して算出される平均単価が、法人税法６１条の２第１項２号にい

う「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額」となる。 

       被告は、公益法人等であった移行前の原告が、非収益事業に属する資産として有価証

券を取得し、本件移行日後に同一銘柄の有価証券を追加取得することなく譲渡した場合
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においては、当該有価証券の「その取得の直前の帳簿価額」とは、譲渡直前の税務上の

帳簿価額を意味する旨主張するが、かかる解釈は以下のとおり誤りである。 

       ａ 二重の所得減少の防止 

         有価証券の譲渡損失については損金の額に算入できるのが原則であることなどか

らすれば、調整公益目的財産残額が少額になることによって、評価損の額相当額に

つき所得の金額が減少すると評価することはできない。 

         また、少なくとも、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を

上回る場合は、調整公益目的財産残額より先に公益目的財産残額が零になり、公益

目的支出計画の実施完了の確認を受けることによって、調整公益目的財産残額を限

度とする損金算入制限が終了することからすれば、調整公益目的財産残額が少額と

なることによって、所得の金額が評価損の額相当額分減少することにはならず、二

重の所得減少も生じ得ないから、このような場合にあっては、被告の主張する解釈

は、むしろ法人税法６１条の２第１項２号の趣旨である二重の損益算入の防止に適

合しないことになる。 

       ｂ 取得価額が判明しない可能性 

         被告は、公益法人等が普通法人へと移行する前に取得した有価証券について、会

計上の帳簿が全て保存されていない可能性がある点を指摘するが、抽象的な可能性

に過ぎず、移行前に取得した有価証券一般について被告の主張する解釈を採用すべ

き理由とはならない。 

       ｃ その余の問題点 

       （ａ）被告の主張する前記（ア）の解釈は、施行令１１９条の２第１項１号の文言か

ら読み取ることができないし、仮にかかる解釈をしたとしても、同号及び法人

税法６１条の２第１項２号の文言上、「その有価証券のその取得の直前の帳簿価

額」が「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額」となるも

のではない。また、被告の解釈によると、移行法人の移行前の非収益事業に属

する有価証券の「取得」が存在しないにもかかわらず当該有価証券を保有して

いることになり、背理である。 

       （ｂ）被告は前記（ア）のとおり主張するが、法人税法７条は、公益法人等における

収益事業から生じた所得以外の所得について法人税を課さないことを定めるに

過ぎず、公益法人等の非収益事業に同法第２編及び第３編の規定が適用されな

いことを定めるものとは解されない。また、被告の主張によっても、同法６４

条の４第１項に定める累積所得金額等の計算に当たっては、移行法人の非収益

事業に属する資産の帳簿価額が累積所得金額等に含まれるとされ、公益法人等

の非収益事業に同法第２編の規定を適用している。したがって、同法７条の規

定を根拠として、移行前の非収益事業に属する有価証券の取得が施行令１１９

条の２第１項１号にいう「取得」に該当しないと解することはできない。 

    イ 施行令１３１条の６の適法性 

    （ア）政令委任の限界 

       ａ 被告の主張 

         前記ア（ア）のとおり、本件各譲渡有価証券の「その取得の直前の帳簿価額」と
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は本件移行日における税務上の帳簿価額であるところ、ここでいう本件移行日にお

ける税務上の帳簿価額の算定に当たっては、施行令１３１条の６が適用されるから、

本件移行日における「その帳簿に記載されていた金額」が、本件移行日における税

務上の帳簿価額となる。 

         憲法の採用する租税法律主義の趣旨からすれば、課税要件等の定めを一般的又は

包括的に政令に委任することは許されず、課税要件等に係る基本的事項については

法律において定めることを要するが、その技術的細目的事項については、政令に委

任することが許される。そして、施行令１３１条の６は、法人税法６５条の委任を

受けて、同法６１条の２第１項２号にいう「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

により算出した金額」を算出するための技術的細目的事項を定めたものであって、

かかる委任は、租税法律主義に違反するものではない。なお、施行令１３１条の６

は、累積所得金額等の計算に用いる移行時資産等の帳簿価額に関して定める部分に

ついては、同法６４条の４第６項の委任を受けている。 

         また、後記ｂの原告の主張は、以下のとおりいずれも失当である。 

       （ａ）法人税法６５条の文言 

          施行令には、法人税法６５条を含む複数の条項からの委任を受けて、当該各条

項の適用場面で機能する規定が複数存在するから、施行令１３１条の６が同法

６４条の４第６項の委任を受けているからといって、同法６５条の委任を受け

ることがあり得ないとはいえない。 

       （ｂ）法令の体系上の位置付け 

          法人税法６５条の委任を受けた施行令の規定は、施行令第２編第１章第１節第

４款以外にも存在するから、施行令１３１条の６が同款に存在しないことをも

って、同法６５条の委任を受けていないことにはならない。 

       （ｃ）施行令１３１条の６の内容 

          移行法人が、移行後の事業年度において所得の金額を計算するに当たり、移行

前の法人が有していた非収益事業に属する資産の帳簿価額を基礎とする場合は、

法人税法６１条の２第１項２号が適用される場合に限られない。施行令１３１

条の６は、移行時の帳簿価額を定め、移行法人の所得計算において、移行時資

産等の移行時の会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額とすることを前提として、

施行令の各種計算規定を具体的にどのように適用するかは、解釈に委ねたもの

と解するのが相当である。したがって、同条が、委任を受けた規定であること

を明示する文言を用いるなどの定め方をしていないことをもって、同条が同法

６５条の委任を受けた規定ではないということはできない。 

       （ｄ）法人税法６１条の２第１項２号及び同条２３項との関係 

          移行法人が移行時資産等有価証券を移行後に譲渡し、移動平均法により譲渡原

価の額の算定の基礎となる「一単位当たりの帳簿価額」を算出する場合、施行

令１１９条の２第１項１号にいう「取得」とは、移行後の同一銘柄の有価証券

の追加取得を指し、移行時資産等有価証券について移行後の追加取得がない場

合には、「その有価証券のその取得の直前の帳簿価額」は、譲渡直前の税務上の

帳簿価額を意味すると解すべきであって、施行令１３１条の６は、当該「譲渡



13 

 

直前の税務上の帳簿価額」について、移行時の帳簿価額を基礎に算定するとい

うものであるから、同条は、法人税法６１条の２第１項２号及び同条２３項の

委任を受けた施行令１１９条の２第１項１号の内容を変更するものではない。 

       ｂ 原告の主張 

         施行令１３１条の６は、以下のとおり、法人税法６５条の委任を受けて、同法６

１条の２第１項２号にいう「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した

金額」を算出するための技術的細目的事項を定めたものということはできず、法律

の委任を受けずに課税要件を定めるものであるから、憲法８４条に違反し、無効で

ある。したがって、本件各更正処分等は、無効な施行令１３１条の６を適用するも

のであり、違法である。 

       （ａ）法人税法６５条の文言 

          法人税法６５条は、同法２２条から６４条の４まで「に定めるもののほか、各

事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。」とするもの

であるから、同法２２条から６４条の４までの各規定が定める事項について、

重複して政令に委任することはその文言上想定されていない。したがって、同

法６４条の４第６項の委任を受けて定められた施行令１３１条の６が、同法６

５条の委任を重複して受けていることはあり得ない。 

       （ｂ）法令の体系上の位置付け 

          施行令１３１条の６は、施行令第２編第１章第１節第３款の４「公益法人等が

普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算」に置かれた規定であるところ、

これが対応するのは、同じ款名を持つ法人税法第２編第１章第１節第１０款で

ある。一方で、同法６５条が置かれているのは同節第１１款であって、同款に

対応するのは、施行令第２編第１章第１節第４款である。したがって、施行令

１３１条の６が同法６５条の委任を受けた規定であるとは解し得ない。 

       （ｃ）施行令１３１条の６の内容 

          施行令１３１条の６は、移行時資産等の移行時の帳簿価額について規定するの

みであり、委任を受けた規定であることを明示する文言を欠くことに加え、そ

の文言及び内容は法人税法６１条の２第２３項の委任を受けて同条１項２号の

「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」の一つである移動平均法の具体的内

容を定める施行令１１９条の２第１項１号と関係しないし、同方法による算出

の基礎となる「取得価額」（施行令１１９条）について定めるものでもないので

あるから、同法６１条の２第１項２号を適用するために必要な技術的細目的事

項を規定したものと解する余地はない。 

       （ｄ）法人税法６１条の２第１項２号及び同条２３項との関係 

          法人税法６１条の２第１項２号の定める「一単位当たりの帳簿価額の算出の方

法」は、同条２３項の委任を受けた施行令１１９条以下の規定においてその具

体的内容が文言上一義的に定められているのであって、同法６５条は、これら

の規定の内容を変更することを政令に委任したものとは解されない。被告の主

張によれば、移行前の単一の取得しかない非収益事業に属する有価証券につい

ては、施行令１３１条の６の適用により決まる移行時の帳簿価額が「一単位当
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たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額」になるというのであり、こ

れは、上記の規定の内容を変更するものにほかならないから、同条は同法６５

条の委任を受けた規定ではあり得ない。 

    （イ）法人税法による委任の範囲の逸脱の有無 

       ａ 被告の主張 

         前記ア（ア）ａのとおり、公益法人等が非収益事業に属する資産として取得した

有価証券について、普通法人への移行までの間に評価損の額を計上した場合、調整

公益目的財産残額が少額となることにより、所得の金額が評価損の額相当額分減少

し得るのであるから、この場合に施行令１３１条の６を適用することは、法人税法

６１条の２第１項２号の趣旨に反せず、同法６５条の委任の範囲を超えるものでは

ないし、二重の所得減少が生じない場合があり得るとしても、かかる結論を左右す

るものではない。 

       ｂ 原告の主張 

         仮に、施行令１３１条の６が法人税法６５条の委任を受けた規定であるとしても、

前記ア（イ）ａのとおり、一般的に、あるいは少なくとも移行日における調整公益

目的財産残額が公益目的財産残額を上回る場合は、調整公益目的財産残額が少額に

なることによって、所得の金額が評価損の額相当額分減少するとはいえないことか

らすれば、施行令１３１条の６は、修正公益目的財産残額の計算の基礎に含まれる

資産に対して適用される限度で、あるいは、少なくとも同資産に対して適用され、

かつ、移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回る場合に適

用される限度では、同法６５条の委任の範囲を超えており、無効である。 

         そして、本件各譲渡有価証券は、全て修正公益目的財産残額の計算の基礎に含ま

れる資産であり、かつ、本件移行日における調整公益目的財産残額が公益目的財産

残額を上回っていたから、本件各更正処分等は、無効な施行令１３１条の６を適用

するものであり、違法である。 

    ウ 施行令１３１条の６の「その帳簿に記載されていた金額」の意義 

    （ア）被告の主張 

       前記ア（ア）のとおり、本件各譲渡有価証券の「その取得の直前の帳簿価額」（施行

令１１９条の２第１項１号）とは、税務上の帳簿価額であり、施行令１３１条の６によ

り定まる。そして、同条にいう「その帳簿に記載されていた金額」とは、以下のとおり、

移行時の会計上の帳簿価額、すなわち評価損益の計上を含む決算整理仕訳の結果を反映

した帳簿価額を意味するものと解釈すべきである。したがって、本件各譲渡有価証券に

係る「その帳簿に記載されていた金額」とは、本件各譲渡有価証券処理後価額である。 

       ａ 施行令１３１条の６の趣旨は、公益法人等が普通法人に移行する場合、非収益事

業に属していた資産及び負債には会計上の帳簿価額しか付されていないため、この

場合における税務上の帳簿価額に関する規定を明確化することにある。その趣旨及

び同条の文言からすれば、同条にいう「帳簿」とは、決算整理を反映した会計上の

帳簿をいうことは明らかである。 

         前記イ（ア）ａのとおり、移行法人が移行時資産等有価証券を移行後に譲渡した

場合における譲渡原価の額は、移行時の税務上の帳簿価額を基礎として算定すべき
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であるところ、上記の解釈はこれと整合するものである。さらに、移行日における

調整公益目的財産残額は、移行前の法人の最終事業年度の末日を基準とした決算整

理後の貸借対照表を基礎として計算することを前提としているところ、上記の解釈

はこれとも整合する。 

       ｂ 原告の主張するように、「その帳簿に記載されていた金額」とは実際の帳簿に実

際に記載されていた金額をいうものと解釈するとすれば、決算整理前の金額をもっ

て帳簿価額とすることになるから、決算整理における有価証券の評価替えや減価償

却資産の償却費の計上が反映されないだけでなく、例えば決算整理において当初誤

って入力されていた仕訳の修正入力を行った場合、当該誤った仕訳に基づく金額が

帳簿価額となることになるものであって、最終的に財務諸表に記載された帳簿価額

による資産等の移行ができないことになり、不合理である。 

    （イ）原告の主張 

       仮に、被告の主張するとおり、施行令１３１条の６が有効であり、本件各譲渡有価証

券の「その取得の直前の帳簿価額」、すなわち税務上の帳簿価額の算定において適用さ

れるものであるとしても、以下のとおり、同条にいう「その帳簿に記載されていた金額」

とは、移行日において実際の帳簿に実際に記載されていた金額を意味するものと解釈す

べきであって、被告の主張する解釈は、同条の文言に反するものである。したがって、

本件各譲渡有価証券に係る「その帳簿に記載されていた金額」とは、移行前取得価額で

ある。 

       ａ 施行令１３１条の６の趣旨が、累積所得金額等の計算方法が納税者ごとに区々と

なることを防止し、課税の公平を図ることにあるとすれば、原告の主張するように

「その帳簿に記載されていた金額」は移行日において実際の帳簿に実際に記載され

ていた金額を意味するものと解釈すれば、同金額を直接かつ一義的に導くことので

きる明確な基準となり、上記趣旨に沿うのに対し、被告の主張するように決算整理

を反映した会計上の帳簿価額を意味するものと解釈すれば、決算整理により移行日

の資産の会計上の帳簿価額が明らかになるわけではないから、同価額を一義的に明

確に決めることができず、かえって上記趣旨に反することになる。 

       ｂ 決算整理は、そもそも財務諸表の作成という帳簿外の手続のために行われるもの

であり、帳簿上の手続の中で、移行日における資産及び負債の帳簿価額を算定する

ために行われるものではない。また、決算整理を経て作成される財務諸表には、期

首の帳簿価額とは全く異なることもある期末の帳簿価額のみが表示されるものであ

って、決算整理により、移行日の属する事業年度の期首、すなわち移行日における

資産の会計上の帳簿価額が明らかになるものではない。 

    エ 施行令１３１条の６が適用されない場合の譲渡原価の額 

    （ア）被告の主張 

       仮に、施行令１３１条の６が無効又は本件に適用されないとした場合であっても、本

件各譲渡有価証券の譲渡原価の額は、決算整理後の貸借対照表を用いて税務上の帳簿価

額を算定するものと解すべきである。なぜなら、移行法人は、整備法６０条に基づき作

成が義務付けられる貸借対照表の資産の額を基礎として公益目的財産額を算定し、移行

登記の日から３か月以内に、公益目的財産額及び算定日における貸借対照表等を提出す
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ることが義務付けられ、行政庁がその金額に誤りがないことを確認することで、公益目

的財産額が確定する仕組みとなっているのであるから、公益目的財産額は、移行後に決

算整理を行って確定した貸借対照表に基づき確定することが当然の前提とされているの

であって、移行時資産等に係る税務上の帳簿価額についても、決算整理後の貸借対照表

を用いて算定するのが合理的であるからである。このような方法は、法人税法の定める

確定決算主義（同法７４条）や一般に公正妥当と認められる会計処理の基準（同法２２

条４項）に反するものでもない。 

       そして、前記ア（ア）のとおり、施行令１１９条の２第１項１号にいう「取得」とは、

移行後の同一銘柄の有価証券の追加取得を指すと解すべきであり、移行後に同一銘柄の

追加取得がない移行時資産等有価証券については、「その取得の直前の帳簿価額」とは、

移行時に付された税務上の帳簿価額を基礎とする、譲渡直前の帳簿価額を指すと解すべ

きである。 

       したがって、施行令１３１条の６が無効又は本件に適用されないとしても、決算整理

後の貸借対照表に基づく移行時資産等有価証券の帳簿価額をもって譲渡原価とすべきで

あるから、これと同旨の計算に基づく本件各更正処分等はその結論において誤りがない。 

    （イ）原告の主張 

       前記（ア）の被告の解釈は、法令の根拠なく有価証券の譲渡損益額の算定の基礎とな

る「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額」（法人税法６１条の２

第１項２号）という課税要件を定めているものにほかならないから、租税法律主義（憲

法８４条）の内容である課税要件法定主義に照らして、正当化される余地がない。 

  （３）本件各通知処分の適法性 

    ア 本件各移行減価償却資産について 

    （ア）損金経理額（法人税法３１条４項の意義及び本件における適用関係） 

       ａ 被告の主張 

         移行前の原告は、公益法人等に該当し又は該当するとみなされていたため、収益

事業から生じた所得以外の所得については法人税を課さないものとされていた（法

人税法７条）。そのため、本件移行日前である移行前最終事業年度の原告において

は、非収益事業に属する減価償却資産であった本件各移行減価償却資産につき、同

法３１条４項にいう「所得の金額の計算」が存在しないから、「所得の金額の計算

上損金の額に算入されなかつた金額」も存在しない。したがって、原告が本件移行

日前に計上した減価償却費は、同項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れなかつた金額」には含まれない。 

         仮に、公益法人等が、移行前に、非収益事業に属する減価償却資産につき計上し

た減価償却費が、「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」に該当

するとすれば、当該金額は、税務上の帳簿価額からの減額がされなかったものとみ

なされる（法人税法３１条６項、施行令６２条）ため、会計上の帳簿価額と税務上

の帳簿価額との間に差異が生ずることとなる。一方、累積所得金額等を計算する場

面においては、同法６４条の４第６項の委任に基づく施行令１３１条の６により、

移行時資産等については移行時の会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額とすること

となるのであるから、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額との間に差異が生ずる
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ことは予定されていない。その点に鑑みても、原告の主張する解釈は採用の余地が

ない。 

         したがって、本件各移行減価償却資産について、移行前最終事業年度の決算整理

において計上された減価償却費を、移行後の事業年度において損金の額に算入する

ことはできない。 

       ｂ 原告の主張 

         法人税法７条は、公益法人等の収益事業から生じた所得以外の所得については法

人税を課さないことを定めるにとどまり、公益法人等であっても、内国法人に該当

する限りは同法第２編の規定が適用され、「所得の金額の計算」が発生する。 

         また、被告の主張を前提としても、被告の主張する税務上の帳簿価額は、償却限

度額の計算に影響を及ぼすものであって、損金経理額の計算に影響を及ぼすもので

はないから、累積所得金額等を計算する場面に関する点を理由として、損金経理額

に関する規定の解釈を基礎付けることはできない。 

         したがって、被告の主張は理由がなく、原告が本件移行日前に計上した償却費は、

法人税法３１条４項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」

に当たり、移行後の事業年度において損金の額に算入することができる。 

    （イ）償却限度額 

       ａ 施行令４８条１項１号イ（２）の意義及び本件における適用関係 

       （ａ）被告の主張 

          移行法人の移行後最初の事業年度においては、移行法人が各事業年度の終了の

時において有する減価償却資産のうち、移行前において非収益事業に係るもの

として保有していた移行時資産等である減価償却資産（以下「移行時資産等減

価償却資産」という。）につき、施行令４８条１項１号イ（２）にいう「既にし

た償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額」

は存在しない。 

          しかしながら、前記（２）ア（ア）ａと同様、移行時資産等減価償却資産につ

いて、普通法人への移行までの間に評価損の額を計上し、移行時の会計上の帳

簿価額が会計上の取得価額より減額されている場合には、当該評価損の額相当

額につき、調整公益目的財産残額が少額となり、それゆえ支出超過額の損金へ

の算入額が多額となることによって、移行後の各事業年度において所得の金額

が減少することがあり得る。そのため、移行時資産等減価償却資産について、

施行令５４条により計算される取得価額の全額を旧定率法における償却限度額

の計算の基礎とし得るとすれば、当該評価損の額相当額につき、所得の金額が

減少することにより、当該年度において償却限度額が過大に計算されることに

なり、普通法人との間で税負担の公平性が大きく阻害される。 

          そのことに加え、減価償却の趣旨や、旧定率法の性質に照らせば、移行後の事

業年度において、移行時資産等減価償却資産に係る償却限度額を、旧定率法を

用いて計算する場合、施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既に

した償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額

…を控除した金額）」と規定するのは、当該事業年度の期首における税務上の帳
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簿価額に旧定率法の償却率を乗じて償却限度額を計算することを定めた趣旨で

あると解すべきである。 

       （ｂ）原告の主張 

          施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既にした償却の額で各事業

年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額）」と

は、施行令５４条に基づき計算される取得価額から、既にした償却の額で各事

業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額を意味

する。移行時資産等減価償却資産に係る償却限度額を、旧定率法を用いて計算

する場合、移行法人の移行後最初の事業年度においては、既にした償却の額で

各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は存在しないから、

施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既にした償却の額で各事業

年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額）」は、

施行令５４条に基づき計算される取得価額と同額となる。 

          前記（２）ア（イ）ａと同様、被告の主張するような二重の所得減少が生ずる

とは評価できず、仮に生ずるとしても限られた場合において発生するものにす

ぎないから、施行令４８条１項１号イ（２）について被告の主張する解釈を採

用すべき理由とはならない。 

          被告の主張する解釈は、施行令４８条１項１号イ（２）に明確に定められた

「取得価額（既にした償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額

に算入された金額…を控除した金額）」の内容や、法人税法３１条６項の委任を

受けた施行令５４条の内容を、合理的理由なく変更するものであり、許される

ものではない。 

       ｂ 施行令１３１条の６の適法性 

       （ａ）政令委任の限界 

         ｉ 被告の主張 

           前記ａ（ａ）のとおり、移行法人の移行後最初の事業年度においては、移行

時資産等減価償却資産に係る施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額

（既にした償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入され

た金額…を控除した金額）」とは、移行日における税務上の帳簿価額を意味す

るところ、ここでいう税務上の帳簿価額の算定に当たっては、施行令１３１条

の６が適用されるから、本件各移行減価償却資産の「取得価額（既にした償却

の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除

した金額）」とは、移行日における「その帳簿に記載されていた金額」となる。 

           施行令１３１条の６は、法人税法６５条の委任を受けて、同法３１条１項の

「償却限度額」を旧定率法により計算するための技術的細目的事項を定めたも

のであって、かかる委任は、租税法律主義に違反するものではない。 

           また、後記ⅱの原告の主張は、以下のとおりいずれも失当である。 

         （ⅰ）法人税法６５条の文言 

            前記（２）イ（ア）ａ（ａ）のとおり、施行令１３１条の６が、法人税法

６４条の４第６項に加えて同法６５条の委任も重ねて受けることはあり得な
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いものではない。 

         （ⅱ）法令の体系上の位置付け 

            前記（２）イ（ア）ａ（ｂ）のとおり、施行令１３１条の６が施行令第２

編第１章第１節第４款に存在しないことをもって、法人税法６５条の委任を

受けていないことにはならない。 

         （ⅲ）施行令１３１条の６の内容 

            前記（２）イ（ア）ａ（ｃ）と同様、施行令１３１条の６が、委任を受け

た規定であることを明示する文言を用いるなどの定め方をしていないことを

もって、同条が法人税法６５条の委任を受けた規定ではないということはで

きない。 

         （ⅳ）法人税法３１条１項等との関係 

            被告の主張は、普通法人が減価償却資産を取得した場合であれば、取得価

額が減価償却を開始した最初の事業年度の帳簿価額となることに加え、減価

償却の意義並びに定率法及び旧定率法の計算方法を根拠とするものであって、

独自に「税務上の帳簿価額」に関して概念を創設するものではないし、かか

る解釈が、施行令５４条の内容を変更する結果となるものでもない。 

         ⅱ 原告の主張 

           施行令１３１条の６は、以下のとおり、法人税法６５条の委任を受けて、同

法３１条１項の「償却限度額」を旧定率法により計算するための技術的細目的

事項を定めたものということはできず、法律の委任を受けずに課税要件を定め

るものであるから、憲法８４条に違反し、無効である。したがって、本件各通

知処分は、無効な施行令１３１条の６を適用するものであり、違法である。 

         （ⅰ）法人税法６５条の文言 

            前記（２）イ（ア）ｂ（ａ）のとおり、施行令１３１条の６は、法人税法

６４条の４第６項の委任を受けているものであるから、同法６５条の文言に

照らして、重複して同条の委任を受けることはあり得ない。 

         （ⅱ）法令の体系上の位置付け 

            前記（２）イ（ア）ｂ（ｂ）のとおり、施行令１３１条の６は、法人税法

６５条が置かれている款に対応する施行令第２編第１章第４款とは異なる款

に置かれているから、施行令１３１条の６が同法６５条の委任を受けた規定

であるとは解し得ない。 

         （ⅲ）施行令１３１条の６の内容 

            施行令１３１条の６は、移行時資産等の移行時の帳簿価額について規定す

るのみであり、その文言及び内容は施行令４８条１項１号イ（２）が減価償

却資産の償却限度額の計算の基礎とする「取得価額」や「既にした償却の額

で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除し

た金額」について定めるものでもないのであるから、法人税法３１条１項を

適用するために必要な技術的細目的事項を規定したものと解する余地はない。 

         （ⅳ）法人税法３１条１項等との関係 

            法人税法３１条１項にいう「償却限度額」の内容は、同条６項の委任を受
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けた施行令４８条１項１号イ（２）において文言上一義的かつ具体的に定め

られており、かつ、同規定にいう「取得価額」は施行令５４条に基づき決ま

ることも明確に定められているのであって、同法６５条は、これらの規定の

内容を変更することを政令に委任したものとは解されない。 

       （ｂ）法人税法による委任の範囲の逸脱の有無 

         ｉ 被告の主張 

           前記（２）ア（ア）ａと同様の理由から、減価償却資産について取得価額を

基に償却限度額を計算すると、二重の所得減少を生じさせる結果となり得るの

であって、このことは、移行後に修正公益目的財産残額（施行令１３１条の５

第１項３号イ）の計算に含まれる減価償却資産について取得価額を基に償却限

度額を計算する場合であっても同様である。 

           したがって、施行令１３１条の６は、法人税法６５条の委任の範囲を逸脱す

るものではない。 

         ⅱ 原告の主張 

           前記（２）ア（イ）ａと同様の理由から、移行後に修正公益目的財産残額

（施行令１３１条の５第１項３号イ）の計算に含まれる減価償却資産について

取得価額を基に償却限度額を計算しても、二重の所得減少は生じない。 

           したがって、仮に、施行令１３１条の６が法人税法６５条の委任を受けて、

償却限度額を計算するための技術的細目的事項を定めた規定であるとしても、

施行令１３１条の６は、修正公益目的財産残額の計算に含まれる資産について

「償却限度額」を算定する限度においては、あるいは、少なくとも、調整公益

目的財産残額の計算に含まれる資産に対して適用され、かつ、当初調整公益目

的財産残額が、公益目的財産残額を上回る場合に、修正公益目的財産残額の計

算に含まれる資産について「償却限度額」を計算する限度においては、同法３

１条１項の趣旨に適合しないから、その限度においては同法の委任の範囲を逸

脱したものであり、無効である。 

       ｃ 施行令１３１条の６の「その帳簿に記載されていた金額」の意義 

       （ａ）被告の主張 

          前記（２）ウ（ア）のとおり、施行令１３１条の６にいう「その帳簿に記載さ

れていた金額」とは、決算整理を経た後の移行日時点の会計上の帳簿価額を意

味する。 

       （ｂ）原告の主張 

          前記（２）ウ（イ）のとおり、施行令１３１条の６にいう「その帳簿に記載さ

れていた金額」とは、移行日に実際の帳簿に実際に記載されていた金額を意味

する。 

       ｄ 施行令１３１条の６が適用されない場合の償却限度額 

       （ａ）被告の主張 

          前記ａ（ａ）のとおり、施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既

にした償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金

額…を控除した金額）」とは、税務上の帳簿価額を意味するところ、仮に、施行
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令１３１条の６が無効又は適用されないとした場合であっても、ここにいう税

務上の帳簿価額とは、移行時の会計上の帳簿価額、すなわち決算整理を経た後

の移行日時点の会計上の帳簿価額を意味すると解されるから、これに所定の償

却率を乗じた金額が、旧定率法により計算される償却限度額となる。 

       （ｂ）原告の主張 

          施行令１３１条の６が無効又は適用されない場合、移行時資産等減価償却資産

に係る法人税法３１条１項にいう「償却限度額」は、移行前の取得時の取得価

額を基礎として計算される。 

    イ 本件各収益事業帰属減価償却資産について 

    （ア）原告の主張 

       ａ 損金の額に算入されるべき償却費の増加額 

         本件各収益事業帰属減価償却資産の減額処理に係る金額は「当該償却事業年度前

の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」（法人税法

３１条４項）に当たる。 

         そして、本件各収益事業帰属減価償却資産は、別紙５の１から８までの各表記載

の各減価償却資産のうち「移行日に属していた事業区分」欄に「収益事業」とある

資産である。原告は、本件各収益事業帰属減価償却資産を、「①取得価額」欄記載

の取得価額により取得した後、「⑥過去の償却不足額の一括償却費（①－③）」欄記

載の金額の減価償却費を一括で計上したことにより、その会計上の帳簿価額は「③

決算整理仕訳の後の会計上の帳簿価額」欄記載の金額となった。 

       （ａ）旧定率法が適用される本件各収益事業帰属減価償却資産 

          本件各収益事業帰属減価償却資産のうち、旧定率法が適用されるもの（別紙５

の１から７までの各表に記載したもの）につき、原告は、本件各確定申告にお

いては、誤って、減価償却費の一括計上後の会計上の帳簿価額、すなわち別紙

５の１から７までの各表の「③決算整理仕訳の後の会計上の帳簿価額」欄記載

の金額を基に償却限度額に計算し、その金額は「④決算整理仕訳の後の金額を

基に計算した償却限度額」欄記載の金額であるものとして申告をした。ところ

が、本来は、これらの資産に係る償却限度額は、移行前の原告による取得価額、

すなわち「①取得価額」欄記載の取得価額を基に計算すべきであり、その償却

限度額は「②取得価額を基に計算した償却限度額」欄記載の金額である。その

ため、損金の額に算入されるべき償却費は、本件各確定申告において損金に算

入した償却費と比べて、別紙５の１から７までの各表の「⑤更正の請求により

損金の額に算入される償却費の増加額」欄記載の金額分増加する。 

       （ｂ）旧定額法が適用される本件各収益事業帰属減価償却資産 

          本件各収益事業帰属減価償却資産のうち、旧定額法が適用されるもの（別紙５

の８の表に記載したもの）につき、原告は、本件各確定申告においては、誤っ

て、平成３０年３月期に会計上減価償却費として計上した金額、すなわち別紙

５の８の表の「④当期における会計上の償却費（損金の額に算入した償却費）」

のみを損金経理額に計上した。ところが、原告が一括計上した減価償却費の金

額のうち、損金に計上しなかった金額は、「当該償却事業年度前の各事業年度の
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所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」（法人税法３１条４項）

として、損金経理額に算入すべきである。そのため、平成３０年３月期におい

ては、同表の「減価償却資産」欄記載の減価償却資産につき、損金の額に算入

されるべき償却費は、本件各確定申告において計上した償却費と比べて、同表

の「⑤更正の請求により損金の額に算入される償却費の増加額」欄記載の金額

分増加する。 

      ｂ 被告の主張について 

        前記ａの原告の主張が更正の請求の排他性に反するから許されない旨の被告の主張

は、時機に後れた主張であるから、却下を求める。 

        更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しの訴えにおける実体上の審判の対象

は当該処分によって確定された税額等の適否であるから、更正の請求をした納税者が

更正の請求書に記載した「更正の請求をする理由」以外の事項を、当該処分の取消訴

訟において主張することが制限されるものではない。また、仮に更正の請求をする理

由として記載した事項と異なる主張が制限されると解するとしても、原告が更正の請

求書において理由として記載したのは、要するに、減価償却資産の償却費に関して、

損金の額への算入漏れがあり、法人税額が過大になっているというものであって、原

告の上記主張は、これと異なる理由をもって本件各通知処分の違法を主張するもので

はないから、その主張が制限されることはない。 

    （イ）被告の主張 

       ａ 原告の更正の請求における主張は、本件各移行減価償却資産が収益事業に属しな

いことを前提としつつ、移行時に実際に帳簿に記載されていた価額を移行時の帳簿

価額として減価償却を行うべきとするものであったのに対し、前記（ア）ａの原告

の主張は、本件各移行減価償却資産の一部が収益事業に属するものであったという

のであるから、重要な前提事実及び法令の適用関係において異なるものである。そ

れゆえ、本件訴訟においてこれを理由として本件各通知処分の違法を主張すること

は、更正の請求の排他性に反し、許されない。 

       ｂ 原告の主張する、本件各収益事業帰属減価償却資産の減額処理に係る金額は、否

認する。原告が移行前最終事業年度に会計上減価償却費として経理された金額は６

８０１万９４０３円であり、その全額が法人税の所得の金額の計算上損金に算入済

みである一方、同金額を超えて計上された減価償却費の存在は立証されていない。

また、本件各事業年度終了の時において有する減価償却資産としては、原告が主張

するもの以外にも存在することが証拠上うかがわれ、原告の主張する収益事業に帰

属する減価償却資産の範囲は不分明である。さらに、各事業年度における原告の所

得の金額の計算上損金の額に算入されるべき各償却費の額を計算するには、原告が

本件各事業年度終了の時において有する全ての各減価償却資産につき、その税務上

の取得価額及び耐用年数等が明らかにされなければならないところ、原告はそれら

につき何らの主張も立証もしていない。 

 第３ 裁判所の判断 

  １ 本件各更正処分対象法人税等通知処分の取消しの訴えの利益 

  （１）更正の処分と更正の請求との関係等 
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     更正の処分は、納税者の提出した納税申告書について、税務署長において、課税標準、税

額等が、その調査した結果と異なる場合に、徴税権者の立場から、その課税標準、税額等を

更正する処分であり、調査により得た資料等に基づき、課税の要件に係る事実を全体的に見

直し、申告された税額をも含め、納税義務の総額を確定することを目的とするものであり、

増額更正処分は、単に、申告された税額に対し、更正された税額との差額分の税額を追加す

るだけのものではなく、申告により一応確定した税額を変更し、申告された税額を含めて納

税者の納税額の総額を確定するものと解される。他方、更正の請求に理由がない旨の通知処

分は、納税者の申告による税額の減額等を求める更正の請求に対し、その税額等の減額を拒

否する旨の処分であり、これにより、申告された税額等について減額を認めないことを確定

させる効果を有するものである。 

     そうすると、増額更正処分と更正の請求に理由がない旨の通知処分は、手続的には別個独

立の処分であるが、いずれも法人税の納税義務の確定に関わる処分であるところ、更正の請

求に理由がない旨の通知処分は、申告された税額の減少のみに関わるのに対し、増額更正処

分は、課税要件事実を全体的に見直し、申告に係る税額を含めて、全体としての納付すべき

税額の総額を確定するものであって、実質的には申告に係る税額を減額しないという趣旨も

含むものであるから、両者が同一の法人税の納税義務について行われた場合、増額更正処分

の内容が更正の請求に理由がない旨の通知処分の内容を実質的に包摂するものということが

できる。 

     したがって、増額更正処分と更正の請求に理由がない旨の通知処分がされた場合、税額等

を争う納税者は、これらの処分の前後を問わず、増額更正処分の取消しを求める訴えを提起

して更正の請求に理由がない旨の通知処分の違法も併せて主張して争うことにより、更正の

請求に係る税額を超える部分の取消しを求めることができるものと解され、税額の全体を争

うことができるのであって、これと別個に更正の請求に理由がない旨の通知処分を争う利益

を有しないものと解すべきである。そして、このように解することが、同一の法人税の納税

義務に関わる２つの処分の取消訴訟が別個に係属することにより生ずる審理及び判断の重複

又は抵触を避けるためにも相当である。 

  （２）本件各更正処分対象法人税等通知処分について 

     本件各更正処分対象法人税等については、前記前提事実（３）イ（イ）のとおり、処分行

政庁による本件各更正処分等がされるとともに、同ウ（イ）のとおり、原告が更正の請求を

行い、処分行政庁による本件各更正処分対象法人税等通知処分がされたものであり、原告の

請求の趣旨第１項及び第２項の請求は、本件各更正処分対象法人税等について本件各更正処

分等の取消しを求める（請求の趣旨第１項）とともに、本件各通知処分の取消しをも求めて

いる（同第２項）ものであるから、請求の趣旨第２項の請求のうち本件各更正処分対象法人

税等通知処分の取消しを求める部分は、訴えの利益を欠き、不適法である。 

     なお、原告は、請求の趣旨第１項及び第２項の請求と選択的併合の関係にある請求として、

同第３項及び第４項の請求をしているところ、後者の請求においては、前記（１）の解釈を

前提に、本件各更正処分等に加え、本件各通知処分のうち本件各更正処分対象法人税等通知

処分以外のものに限ってその取消しを求めているものであるから、審理の重複及び判断の抵

触が生ずるおそれはなく、不適法な点は存在しない。 

  ２ 本件各更正処分等の適法性 
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  （１）施行令１１９条の２第１項１号の意義及び本件における適用関係 

    ア 規定の内容 

施行令１１９条の２第１項１号は、有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合にお

けるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の一つとして移動平均法を定めるとともに、

その内容を定義する規定である。同号によると、移動平均法とは、「有価証券をその銘柄

の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得（中略）をする都度その有

価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額（中略）との合

計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつ

てその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。」とされている。 

    イ 文理解釈 

      憲法は、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うことを定め（３０条）、新

たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを

必要としており（８４条）、それゆえ、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明

確に定めることが必要である（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６０年３月２７日大

法廷判決・民集３９巻２号２４７頁参照）。そして、このような租税法律主義の原則に照

らすと、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないというべきであ

る（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７

巻１０号１３３３頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同２２年３月２日第三小法廷判

決・民集６４巻２号４２０頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同２７年７月１７日第

二小法廷判決・裁判集民事２５０号２９頁参照）。 

      このことを前提として施行令１１９条の２第１項１号の文言を見ると、同号にいう「取

得」について、公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得する場合がこ

れに含まれないと限定的に解すべき文言上の根拠は見当たらない。加えて、被告の主張に

よると、原告は、同号にいう「取得」によらずに、本件各譲渡有価証券を保有するに至っ

たことになるところ、同号の定める移動平均法は、「その銘柄を同じくする有価証券の取

得」をする都度、「その取得の直前の帳簿価額」と「その取得をした有価証券の取得価額」

とに基づいて、新たな一単位当たりの帳簿価額を算出するというものであり、同号の文言

上、「取得」以外の方法によって有価証券を保有するに至った場合の一単位当たりの帳簿

価額の計算方法に関する定めを読み取ることができないことからすれば、かかる場合自体

が想定されていないものと解するほかなく、「取得」との文言につき、上記のとおり限定

的に解釈することは困難である。 

      また、「内国法人が有価証券の取得をした場合」における「その取得価額」の計算方法

については、施行令１１９条１項各号において定められているところ、同項にいう「取得」

についても、上記のように限定的に解すべき文言上の根拠は見当たらないから、これに該

当しない有価証券を想定し、当該有価証券について、「その取得をした有価証券の取得価

額」が算出されないとする根拠はない。 

      そうすると、公益法人等が非収益事業に属する資産として同一銘柄の有価証券を１回又

は複数回にわたり取得した場合であって、当該公益法人等が普通法人に移行した後、同一

銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡したときであっても、当該公益法

人等による有価証券の取得は施行令１１９条の２第１項１号にいう「取得」に当たるもの
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と解するのが同号の規定の文言に沿う解釈であって、これに反する被告の主張する解釈を

採用すべき文言上の根拠はないというほかない。 

    ウ 二重の所得減少 

    （ア）被告の主張の内容 

       被告は、施行令１１９条の２第１項１号につき、被告の主張する解釈を採用しないと、

移行前の公益法人等が計上した評価損の額相当額につき、二重の所得減少が生ずること

があり得る結果、法人税法６１条の２第１項２号が有価証券の譲渡損益額の算定に当た

り、有価証券取得後の評価替えにより生ずる課税関係と整合する形で譲渡原価を定める

ため、取得価額ではなく、帳簿価額を基礎として算定した金額をもって譲渡原価とした

趣旨に反することとなる旨主張する。 

       公益法人等が移行前に取得した有価証券を移行後に譲渡した場合における譲渡損益の

計算に当たり、原告の主張するように、公益法人等が非収益事業に属する資産として有

価証券を取得することも、施行令１１９条の２第１項１号にいう「取得」に該当するも

のと解すると、当該有価証券につき、取得から移行日までの間に評価損を計上した場合

であっても、当該評価損の計上前の取得価額を基礎として譲渡原価の額が算定されるこ

ととなる。そうすると、当該評価損の額相当額分、譲渡利益の額が減少し、又は譲渡損

失の額が増加することにより、所得の金額が減少することになる。これに対し、被告の

主張するように、公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得すること

は、同号にいう「取得」に該当せず、「取得の直前の帳簿価額」とは譲渡直前の帳簿価

額を意味するものと解すると、当該有価証券につき、取得から移行日までの間に評価損

を計上したときには、当該評価損の計上後の帳簿価額が譲渡原価となるため、この点に

おいては、所得の金額が、当該評価損の額相当額分減少することはないことになる。 

       被告の主張は、上記の譲渡利益又は譲渡損失の額の計算以外の場面において、所得の

金額が上記評価損の額相当額分減少することがあるから、上記原告の主張する解釈を採

用すると、二重の所得減少が生じてしまうことがあり、不当であるというものである。 

    （イ）二重の所得減少が生ずる場合 

       ａ 前記第２の１（３）アのとおり、累積所得金額等に相当する金額は、移行日の属

する事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入される（法人税法６

４条の４第１項）ところ、累積所得金額等は、以下のように計算される。 

        ① 累積所得金額等については、原則として、移行日における資産の帳簿価額と負

債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額（負債帳簿価額等）とを比較し、前者

が後者を超える場合はその差額が累積所得金額とされ、後者が前者を超える場

合はその差額が累積欠損金額とされている（施行令１３１条の４第１項）が、

当該法人が整備法１２３条１項に規定する移行法人である場合には、移行日以

後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額、すなわち、

○ⅰ当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額と、○ⅱ当該内国法人の

移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額（簿価純資

産価額）とのいずれか少ない方に相当する金額は、政令で定めるところにより、

累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額に加算することとされている（法

人税法６４条の４第３項、施行令１３１条の５第１項３号）。 
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        ② 修正公益目的財産残額とは、公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超

過額の合計額に、移行前の法人の最終事業年度の末日における時価評価資産の

帳簿価額が時価を超える部分の額（評価損の額）を加算し、時価評価資産の時

価が帳簿価額を超える部分の額（評価益の額）を控除した金額とされている

（法人税法施行規則２７条の１６の４第１項）。 

        ③ 公益目的財産残額とは、公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益

目的収支差額を減算して得た額とされている（整備法施行規則２３条１項）。公

益目的収支差額とは、各事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差

額（移行日の属する事業年度にあっては、零）に当該事業年度の公益目的支出

の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た

額とされている（同条２項）ため、移行日の時点では零であり、移行日におけ

る公益目的財産残額は、公益目的財産額と同額である。 

        ④ 公益目的財産額は、移行前の法人の最終事業年度の末日における貸借対照表上

の純資産の部の額を基礎に、時価評価資産につき帳簿価額に評価益の額を加算

し、帳簿価額から評価損の額等を控除して、時価評価額に引き直した額とされ

ている（整備法施行規則１４条１項）。 

以上によると、時価評価資産については、公益目的財産額の計算（④）に際し、

評価益の額を加算し、評価損の額を控除する、すなわち時価に引き直すが、修正公

益目的財産残額の計算（②）に際し、評価益の額を控除し、評価損の額を加算する

ことにより、再び帳簿価額へと戻すこととなる。そして、累積所得金額等の計算

（①）に際し、移行日における時価評価資産を含む資産の帳簿価額から、上記のと

おり時価評価資産の帳簿価額を含む修正公益目的財産残額を控除することになるた

め、時価評価資産の移行時の帳簿価額が、評価損の額相当額を減額した後のもので

あるか否かによって、移行後最初の事業年度における累積所得金額等の金額は影響

を受けないこととなる。したがって、移行時の清算的な課税においては、益金に算

入する額が評価損の額相当額分減少し、又は損金に算入する額が同金額分増加する

ことはなく、所得の金額は減少しない。 

       ｂ その一方、整備法に基づく移行法人は、公益目的財産額から、事業年度末日の公

益目的収支差額を減算した額である公益目的財産残額が零になるまで、公益目的支

出計画に従い、公益の目的のための支出をすることになる（整備法１１９条１項）

ところ、法人税法６４条の４第３項の適用を受ける移行法人は、移行後の各事業年

度において、整備法１１９条２項１号に定められる公益の目的のための支出の額

（公益目的支出の額）が、同項２号に定められる当該支出をした事業に係る収入の

額（実施事業収入の額）を超えるときは、当該超過額（支出超過額）は、調整公益

目的財産残額を超えない限度で、損金の額に算入されず（施行令１３１条の５第５

項）、実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるときは、当該内国法人が調整

公益目的財産残額を有する場合に限り、当該超過額（収入超過額）は益金の額に算

入されない（同条６項）。ここでいう調整公益目的財産残額とは、①当該内国法人

の移行日における修正公益目的財産残額と、②当該内国法人の移行日における簿価

純資産価額とのいずれか少ない方に相当する金額（以下「当初調整公益目的財産残
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額」という。）から、当該事業年度前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、

収入超過額の合計額を加算した金額をいう（同条７項）。 

         移行法人の有する時価評価資産につき、時価評価資産の移行時の帳簿価額が、取

得時から移行時までの期間に係る評価損の額相当額を減額した後のものである場合、

取得価額がそのまま帳簿価額となっている場合と比べると、評価損の額相当額分、

公益目的財産額が少なくなるから、これに所定の金額の加減等をすることで計算さ

れる当初調整公益目的財産残額も評価損の額相当額分少なくなり、移行後の各事業

年度における調整公益目的財産残額も同様に少なくなる。そして、上記のとおり、

公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える場合における当該超過額（支出超過

額）は、調整公益目的財産残額の限度でのみ損金に算入されないものであるから、

調整公益目的財産残額が零になるまで支出超過額を損金不算入とした場合、評価損

の額相当額分、損金に算入される金額が多くなり、移行後の各事業年度において、

所得の金額が減少することになる。 

         もっとも、移行後のいずれかの事業年度において、公益の目的のための支出によ

り公益目的財産残額が零となると、当該事業年度の末に、認可行政庁から、公益目

的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができ（整備法１２４条）、

この確認後の事業年度においては、公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える

場合における当該超過額（支出超過額）の損金算入制限は解除され、支出超過額も

損金に算入されることになる。そして、上記及び前記ａの③のとおり、支出超過額

は、調整公益目的財産残額及び公益目的財産残額の双方から減額されるものである

から、当初調整公益目的財産残額が、移行時における当初の公益目的財産残額を上

回る場合には、公益目的財産残額が先に零となることになる。そうすると、この場

合には、調整公益目的財産残額及び公益目的財産残額が同一事業年度に零となった

ときや、当該法人が調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を下回る法人と合併

したとき等を除き、調整公益目的財産残額が零になる前に、支出超過額の損金算入

が開始されるから、時価評価資産の評価損の額相当額分、調整公益目的財産残額が

減少したとしても、所得の金額が減少することはないことになる。 

         したがって、評価損の額相当額が、調整公益目的財産残額から減額されることに

よって、所得の金額が減少するのは、原則として、調整公益目的財産残額が公益目

的財産残額を上回らない場合に限られるということができる。 

    （ウ）施行令１１９条の２第１項１号の解釈に与える影響 

前記（イ）で検討したところによると、施行令１１９条の２第１項１号について原告

の主張する解釈を採用すると、調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回らない

場合には、原則として、二重の所得減少が生ずることとなる一方、調整公益目的財産残

額が公益目的財産残額を上回る場合には、原則として、二重の所得減少は生じない。こ

れに対し、同号について被告の主張する解釈を採用すると、二重の所得減少は生じ得な

い一方、調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回る場合には、所得の金額が一

度も評価損の額相当額分減少しない事態が生じ得るということができる。 

評価損の額相当額は、公平な課税の観点からは、一度に限り所得の金額から控除され

るのが相当であり、二重の所得減少が生ずるのも、又は一度も控除されないのも、いず
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れも望ましくない。調整公益目的財産残額と公益目的財産残額との大小は、移行前の法

人の最終事業年度の末日における時価評価資産の評価損又は評価益の額等によって決ま

るものであって、調整公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回るのが原則であり、

そうではないのが例外であるということはできない以上、二重の所得減少を防ぐために、

評価損の額相当額につき、一度も所得の金額を減少させないという事態を招来すること

は、法律上の根拠なく当然に正当化されるものではないというほかない。 

そうすると、被告の主張する点は、施行令１１９条の２第１項１号につき、前記イの

とおり文言上の根拠を欠く被告の主張する解釈を採用すべき積極的な根拠とはならない。 

    エ 取得価額が判明しない可能性 

      被告は、公益法人等が、有価証券を取得してから長期間経過した後に普通法人に移行す

る場合、移行前における各取得時の取得価額を把握できないことがあり得る旨主張する。 

      確かに、原告の主張する施行令１１９条の２第１項１号の解釈によると、「その取得の

直前の帳簿価額」を算定するためには、移行前に当該移行時資産等有価証券を取得した際

の帳簿価額を明らかにする必要がある。ところが、公益法人会計基準においては、満期保

有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のうち市場価格のあるも

のについては、時価をもって貸借対照表価額とすることが規定されており（乙２８・４

頁）、各事業年度の末日においてその有価証券の時価評価を行った額を帳簿価額とするこ

ととされているため、公益法人等が、普通法人に移行する前の各事業年度においてこの会

計基準にのっとって会計処理を行い、かつ、切放法（事業年度末日で時価評価して算出さ

れた帳簿価額が翌事業年度にそのまま引き継がれる方式（甲１９））によっていた場合は、

移行前に移行時資産等有価証券を取得した際の帳簿価額は、取得した事業年度の帳簿上に

しか表示されない。そのため、そのような場合において、移行時資産等有価証券の取得か

ら移行までの間に長期間が経過したときには、会計帳簿の保存期間が満了することにより、

移行時点において、「その購入の代価」（施行令１１９条１項１号）を特定できない事態が

生じ得る。 

      もっとも、公益法人等は、上記公益法人会計基準にのっとった会計処理を行うべき法令

上の義務を負うものではなく（乙３２・４頁）、現に原告においては、前記前提事実（２）

ア（ア）のとおり、移行前最終事業年度に至るまで、移行時資産等有価証券について、各

事業年度の末日においてその有価証券の時価評価を行った額を帳簿価額とする処理は行わ

れていなかった。しかも、公益法人会計基準にのっとった会計処理を行う場合であっても、

上記切放法ではなく、洗替法（事業年度末日で時価評価するものの、翌事業年度の当初に

取得時の価額で再度計上する方式（甲１９））を選択することもでき（甲２０）、洗替法に

よる場合には、移行前に移行時資産等有価証券を取得した際の帳簿価額が取得した事業年

度の帳簿上にしか表示されないものではない。 

      そうすると、被告の指摘する、移行時点において「その購入の代価」を特定できない事

態は、仮に原告の主張する施行令１１９条の２第１項１号の解釈を採用したとしても、上

記のような特定の場合に生じ得るものにすぎないということができるから、そのような事

情をもって、施行令１１９条の２第１項１号の適用される場面一般につき、前記イのとお

り文言上の根拠を欠く被告の主張する解釈を採用すべき根拠とはならない。 

    オ 小括 



29 

 

      以上によれば、施行令１１９条の２第１項１号につき、被告の主張する解釈の根拠はい

ずれも採用できず、公益法人等が非収益事業に属する資産として有価証券を取得する場合

であっても、かかる取得は同号にいう「有価証券の取得」に該当し、当該公益法人等が普

通法人に移行した後、同一銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡したと

きには、施行令１１９条１項に基づき計算されるその取得価額をもって、施行令１１９条

の２第１項１号にいう「その取得をした有価証券の取得価額」として、移動平均法を適用

すべきものと解するのが相当である。 

  （２）施行令１３１条の６は本件各更正処分等に適用されるか 

被告は、施行令１１９条の２第１項１号にいう「その取得の直前の帳簿価額」の意義につ

き、移行法人が移行時資産等有価証券について、同一銘柄の有価証券を移行後に追加取得す

ることのないまま譲渡する場合には、当該有価証券の譲渡直前の税務上の帳簿価額であると

解することを前提に、施行令１３１条の６は、法人税法６５条の委任を受けて、上記の譲渡

直前の税務上の帳簿価額を移行時の会計上の帳簿価額と定めた規定である旨主張するが、前

記（１）で説示したとおり、施行令１１９条の２第１項１号の解釈につき被告の主張を採用

することはできないから、施行令１３１条の６の解釈に関する被告の主張はその前提を欠き、

採用できない。 

なお、施行令１３１条の６は、公益法人等が普通法人に移行した時において有する移行時

資産等の帳簿価額は、移行時においてその帳簿に記載されていた金額とすることを定める規

定であって、その文言からすると、法人税法６１条の２第２３項の委任を受けて定められた

施行令１１９条及び１１９条の２第１項１号の規定の適用を排除し、あるいはその文言を読

み替えて、移行法人について同法６１条の２第１項２号にいう「一単位当たりの帳簿価額の

算出の方法」の特則を定めた規定であると解することは困難である。したがって、施行令１

１９条の２第１項１号に係る前記（１）の解釈を前提として、移行時資産等有価証券に係る

「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額」の算出に当たり、施行令１３

１条の６が適用される余地もない。 

  （３）施行令１３１条の６が適用されない場合の譲渡原価の額 

     被告は、仮に施行令１３１条の６が本件に適用されないとしても、決算整理後の貸借対照

表に基づく移行時資産等有価証券の帳簿価額をもって譲渡原価とすべき旨主張する。 

     しかしながら、かかる主張は、施行令１１９条の２第１項１号の「その取得の直前の帳簿

価額」とは譲渡直前の税務上の帳簿価額を指すとする解釈を前提とするものであり、そのよ

うな解釈が採用できないことは前記（１）のとおりであるから、上記主張もまた採用できな

い。 

  （４）本件各譲渡有価証券に係る譲渡利益又は譲渡損失の額 

     以上によれば、本件各譲渡有価証券に係る譲渡原価の額は、移行前取得価額、すなわち別

紙４の１から３までの「本件各譲渡有価証券譲渡損益計算一覧」の各表の「移行前取得価額

②」欄記載の金額であり、譲渡対価の額は同各表の「譲渡対価の額①」欄記載の金額である

から、譲渡利益又は譲渡損失の額は、本件各譲渡有価証券譲渡対価額から移行前取得価額を

控除した額、すなわち、同各表の各「原告主張譲渡利益額又は譲渡損失額③（①－②）」欄

記載の金額であるということができる。したがって、これらの金額をもって譲渡利益又は譲

渡損失の額とした本件各確定申告は、この点においては誤りがなく、これに反し、本件各更
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正処分等は、本件各譲渡有価証券譲渡対価額から本件各譲渡有価証券処理後価額を控除した

額をもって譲渡利益又は譲渡損失の額としたものであるから、その点において違法である。 

  ３ 本件各通知処分の適法性 

  （１）本件各移行減価償却資産について 

    ア 損金経理額（法人税法３１条４項の意義及び本件における適用関係） 

      法人税法３１条４項は、内国法人が償却費として損金経理をした事業年度における損金

経理額は、当該事業年度前の各事業年度の「所得の金額の計算上損金の額に算入されなか

つた金額」を含むことを定める規定である。法人税法上、公益法人等は、収益事業から生

じた所得以外の所得については法人税を課されていないから、公益法人等が普通法人への

移行前に収益事業に属しない減価償却資産について減価償却費を計上した場合であっても、

当該減価償却費は、損金に算入されることもないのであって（同法７条）、そうである以

上、当該減価償却費の金額は、同法３１条４項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算

入されなかつた金額」に該当するというべきである。 

      これに対し、被告は、移行前最終事業年度の原告においては、非収益事業に属する減価

償却資産であった本件各移行減価償却資産につき、法人税法３１条４項にいう「所得の金

額の計算」が存在しないから、「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」

も存在しない旨主張する。しかしながら、法人税法は、各事業年度の所得に対する法人税

の課税標準は、各事業年度の所得の金額とすることを原則とし（同法２１条）、ここでい

う「各事業年度の所得の金額」は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額

を控除した金額とすることとする（同法２２条１項）一方、公益法人等の所得のうち収益

事業から生じた所得以外の所得については法人税を課さないことを定めている（同法７

条）。これらの規定からすれば、法人税法にいう「所得」とは、収益事業から生じた所得

以外のものも含むことは明らかであって、収益事業から生じた所得以外の所得に法人税が

課されないことを理由として、当該所得については「所得の金額の計算」が存在しないと

解することはできない。 

      また、法人税法３１条６項の委任を受けた施行令６２条は、内国法人がその有する減価

償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れなかった金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年

度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入

されなかった金額に相当する金額の減額がされなかったものとみなす旨定めており、所得

の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額の限度で、減価償却資産につき、会計上

の帳簿価額と税務上の帳簿価額との間に差異が生ずることになる。一方、同法６４条の４

第１項は、普通法人に移行する公益法人等に係る累積所得金額等に相当する金額を、移行

日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する旨を定め、

また、同条６項の委任を受けた施行令１３１条の６は、同法６４条の４第１項から３項ま

での規定の適用に関し必要な事項の一つとして、公益法人等が普通法人に該当することと

なった場合の移行時資産等の帳簿価額は、当該移行時資産等の価額としてその該当するこ

ととなった時においてその帳簿に記載されていた金額とする旨を定めており、これらの規

定によれば、移行時資産等の移行時における会計上の帳簿価額が税務上の帳簿価額となる

こととなり、上記の帰結と整合しないとも思われる。しかしながら、後記イ（ア）ｃのと
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おり、移行前に移行時資産等減価償却資産について計上された減価償却費の金額は、累積

所得金額等に直接影響しないことに鑑みれば、移行時資産等減価償却資産につき、会計上

の帳簿価額と税務上の帳簿価額との間に差異が生ずることと、累積所得金額等の計算にお

いて、移行時資産等の移行時における会計上の帳簿価額を税務上の帳簿価額とすることと

が矛盾するということはできない。そうすると、この点は、同法３１条４項につき被告の

主張する解釈を採用すべき根拠とはならない。 

      したがって、法人税法３１条４項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算入されなか

つた金額」には、公益法人等が普通法人への移行前に収益事業に属しない減価償却資産に

ついて計上し、損金に算入されなかった減価償却費が含まれると解すべきである。それゆ

え、原告が移行前最終事業年度に一括計上した別紙５の１から８までの各「⑥過去の償却

不足額の一括償却費（①－③）」欄記載の減価償却費は、原告の損金経理額に含まれる。 

    イ 償却限度額 

    （ア）施行令４８条１項１号イ（２）の意義及び本件における適用関係 

       ａ 規定の内容 

         施行令４８条は、減価償却資産の償却の方法を定める規定であり、このうち同条

１項は、法人税法３１条１項の委任を受けて、平成１９年３月３１日以前に取得を

された減価償却資産の償却限度額の計算上選定することができる償却の方法を定め

るものである。そして、施行令４８条１項１号イは、平成１０年３月３１日以前に

取得をされた建物に係る上記方法は、旧定額法又は旧定率法であるとして、これら

の各方法の内容を定めている。同号イ（２）は、このうち旧定率法につき、「当該

減価償却資産の取得価額（既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結

事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当

該金額を控除した金額）にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産

の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として

償却する方法をいう。」と定めている。 

       ｂ 文理解釈 

         前記２（１）イのとおり、租税法律主義の原則に照らすと、租税法規はみだりに

規定の文言を離れて解釈すべきものではないというべきであるところ、このことを

前提として施行令４８条１項１号イ（２）の文言を見ると、同規定にいう「取得価

額（既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の

金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金

額）」とは、施行令５４条に基づき計算される取得価額から、既にした償却の額で

各事業年度の所得の金額等の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当

該金額を控除した金額を意味するものと解するほかなく、移行時資産等減価償却資

産についてかかる金額を計算する場合であっても、これと異なる解釈を採用する文

言上の根拠は存在しない。 

         したがって、上記の解釈に反し、移行法人の移行後最初の事業年度において、移

行時資産等減価償却資産に係る「取得価額（既にした償却の額で各事業年度の所得

の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額が

ある場合には、当該金額を控除した金額）」とは、施行令１３１条の６に基づいて
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計算される移行日における税務上の帳簿価額を意味するものと解釈する文言上の根

拠はないというほかない。 

       ｃ 二重の所得減少 

         被告は、移行時資産等減価償却資産について、施行令５４条により計算される取

得価額の全額を旧定率法における償却限度額の計算の基礎とし得るとすれば、当該

評価損の額相当額につき、二重の所得減少が生ずるとして、これを避けるためには、

施行令４８条１項１号イ（２）につき、被告の主張する解釈を採用する必要がある

旨主張する。 

         施行令４８条１項１号イ（２）につき原告の主張する解釈を採用すると、移行前

に減価償却費を計上した移行時資産等減価償却資産について旧定率法による償却限

度額を計算する際、当該計上済みの減価償却費相当額を控除せずに「取得価額」が

計算されることとなるため、当該計上済みの減価償却費相当額については、「所得

の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」（法人税法３１条４項）として、

移行後の事業年度において損金算入が認められる結果、所得の金額が減少すること

になる。 

         一方、前記２（１）ウ（イ）ａと同様、移行前に移行時資産等減価償却資産につ

いて減価償却費を計上して会計上の帳簿価額を減額すると、同計上をせずに取得価

額を帳簿価額としている場合に比して、累積所得金額等に影響はないものの、当初

調整公益目的財産残額がその減額分だけ少額となる。そのため、移行前の減価償却

費の計上による調整公益目的財産残額の減少によって、所得の金額が当該減価償却

費相当額分減少する場合には、二重の所得減少が生ずることになる。 

         しかしながら、前記２（１）ウ（イ）ｂのとおり、調整公益目的財産残額の減少

によって、所得の金額が当該減価償却費相当額分減少するのは、原則として、調整

公益目的財産残額が公益目的財産残額を上回らない場合に限られるから、二重の所

得減少が生ずるのも、かかる場合に限られることになる。そうすると、前記２（１）

ウ（ウ）と同様の理由から、この点は、施行令４８条１項１号イ（２）につき、前

記ｂのとおり文言上の根拠を欠く被告の主張する解釈を採用すべき積極的な根拠と

はならない。 

       ｄ 減価償却の趣旨等 

         被告は、減価償却の趣旨や、旧定率法及び定率法の性質に照らせば、施行令４８

条１項１号イ（２）につき、被告の主張する解釈を採用すべき旨主張する。 

         しかしながら、移行前に計上された減価償却費相当額につき、移行後にこれを損

金算入することを認めることは、減価償却の趣旨又は旧定率法等の性質に反するこ

とにはならないから、被告の主張は採用できない。 

       ｅ 小括 

         以上によれば、施行令４８条１項１号イ（２）につき、被告の主張する解釈の根

拠はいずれも採用できず、施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既に

した償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を

控除した金額）」とは、施行令５４条に基づき計算される取得価額から、既にした

償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した
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金額を意味するものと解される。 

    （イ）施行令１３１条の６は本件各通知処分に適用されるか 

       被告は、施行令４８条１項１号イ（２）にいう「取得価額（既にした償却の額で各事

業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額）」の意義

につき、移行後の事業年度において、移行時資産等減価償却資産に係る償却限度額を、

旧定率法を用いて計算する場合には、当該事業年度の期首における税務上の帳簿価額に

旧定率法の償却率を乗じて償却限度額を計算することを定めた趣旨であると解すること

を前提に、施行令１３１条の６は、法人税法６５条の委任を受けて、上記の事業年度の

期首における帳簿価額を移行時の会計上の帳簿価額と定めた規定である旨主張するが、

前記（ア）で説示したとおり、施行令４８条１項１号イ（２）の解釈につき被告の主張

を採用することはできないから、施行令１３１条の６の解釈に関する被告の主張はその

前提を欠き、採用できない。 

       なお、前記２（２）と同様、施行令１３１条の６の文言からすると、法人税法３１条

６項の委任を受けて定められた施行令４８条１項１号イ（２）及び５４条の規定の適用

を排除し、あるいはその文言を読み替えて、移行法人について同法３１条１項にいう償

却限度額の計算方法の特則を定めた規定であると解することは困難である。したがって、

施行令４８条１項１号イ（２）に係る前記（ア）の解釈を前提として、旧定率法を用い

た移行時資産等減価償却資産に係る償却限度額の計算に当たり、施行令１３１条の６が

適用される余地もない。 

    （ウ）施行令１３１条の６が適用されない場合の償却限度額 

       被告は、仮に施行令１３１条の６が本件に適用されないとしても、決算整理後の貸借

対照表に基づく本件各移行減価償却資産の帳簿価額をもって「取得価額（既にした償却

の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金

額）」とすべき旨主張する。 

       しかしながら、かかる主張は、施行令４８条１項１号イ（２）の「取得価額（既にし

た償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除し

た金額）」とは本件移行日における税務上の帳簿価額を指すとする解釈を前提とするも

のであり、そのような解釈が採用できないことは前記（ア）のとおりであるから、上記

主張もまた採用できない。 

  （２）本件各収益事業帰属減価償却資産について 

    ア 更正の請求の理由との関係 

被告は、本件各収益事業帰属減価償却資産に係る減価償却費についての原告の主張は、

更正の請求の理由とされていなかったから、これを理由に本件各通知処分の違法を主張す

ることは許されない旨主張するので、まずこの点につき検討する。なお、原告は、この被

告の主張につき、時機に後れた攻撃防御方法として却下することを申し立てたが、当該主

張に関する審理経過に鑑みると、これが訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められ

ないから、上記原告の申立ては却下し、上記被告の主張は却下しないこととする。 

原告は、更正の請求において、施行令１３１条の６の趣旨等に照らすと、原告の本件各

事業年度における減価償却は、本件移行日における帳簿価額（本件各減価償却資産処理前

価額）に基づいて行うべきであり、平成２３年３月１２日、同月１５日及び同月２１日の
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減価償却費の一括計上に伴い減額された後の帳簿価額（本件各減価償却資産処理後価額）

に基づいて減価償却を行ったのは誤りであったとして、前者の帳簿価額に基づく減価償却

費と後者の帳簿価額に基づく減価償却費との差額分、所得の金額を減少させ、欠損金額を

増加させることを求めていた（甲６の１から９まで）。各更正の請求書においては、これ

らの減価償却の対象となった減価償却資産が、移行前に収益事業に属するものであったか、

非収益事業に属するものであったかについては記載されておらず、「減価償却資産の帳簿

価額の減額処理に関する資料」として、本件各移行減価償却資産と本件各収益事業帰属減

価償却資産との双方に係る振替整理伝票及び伝票訂正履歴一覧表が添付されていた。 

そして、原告は、本件訴訟において、本件各移行減価償却資産及び本件各収益事業帰属

減価償却資産のいずれに係る減価償却についても施行令１３１条の６が適用されるべきで

ないことなどから、本件各減価償却資産処理前価額に基づいて減価償却を行うべき旨主張

している。 

そうすると、本件各収益事業帰属減価償却資産に関し、原告が更正の請求において主張

した更正をすべき理由と、原告が本件において主張する更正をすべき理由がない旨の通知

処分の違法事由とは、同一の資産を対象として、本件各減価償却資産処理前価額に基づい

て減価償却すべきであるとする点において共通するということができる。したがって、仮

に、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しの訴えにおいて、

更正の請求において理由としていなかった点をもって、当該通知処分の違法を主張するこ

とは許されないと解するとしても、本件各収益事業帰属減価償却資産の減価償却に係る原

告の主張は、更正の請求において理由としていなかった点には当たらないから、本件各通

知処分の違法事由としてこれを主張することが許されないということはできず、この点に

関する被告の主張は採用できない。 

    イ 本件各収益事業帰属減価償却資産に係る損金経理額及び償却限度額 

    （ア）損金経理額 

       ａ 原告が、本件各収益事業帰属減価償却資産及び本件各移行減価償却資産につき、

別紙５の１から８までの各表の「⑥過去の償却不足額の一括償却費（①－③）」欄

記載の金額の減価償却費を一括で計上したことについては、「減価償却資産の帳簿

価額の減額処理に関する資料」として取りまとめられた振替整理伝票及び伝票訂正

履歴一覧表（甲３）に記載があるところ、これらの資料の内容が不正確であること

を疑わせる事情は特段見当たらないから、これらの資料については信用性を認める

ことができ、原告が上記金額の減価償却費を計上した事実を認めることができる。 

       ｂ これに対し被告は、原告が移行前最終事業年度に会計上減価償却費として計上し

た金額は６８０１万９４０３円であり、その全額が法人税の所得の金額の計算上損

金に算入済みである一方、同金額を超えて経理上計上された減価償却費の存在は立

証されていない旨主張する。 

         しかしながら、上記金額が記載された収支決算書は、移行前最終事業年度分の原

告の確定申告書（甲３０）に添付されたものである。原告は、当該確定申告の時点

では、本件各収益事業帰属減価償却資産及び本件各移行減価償却資産の償却限度額

は本件各減価償却資産処理後価額を基に計算されるべきであると認識していたので

あるから、この時点における収支決算書に減価償却費が６８０１万９４０３円と記
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載されていることは、同金額を超えて経理上計上された減価償却費が存在しないこ

とを意味しない。原告が、その主張する金額の減価償却費を計上した事実が認めら

れることは前記ａのとおりであって、被告の主張は採用できない。 

       ｃ また、被告は、本件各事業年度終了の時において有する減価償却資産としては、

原告が主張するもの以外にも存在することが証拠上うかがわれ、原告の主張する収

益事業に帰属する減価償却資産の範囲は不分明である旨主張する。 

         しかしながら、仮に、原告が本件各事業年度終了の時において有する収益事業に

帰属する減価償却資産が、原告が主張するもの（本件各収益事業帰属減価償却資産）

以外にも存在していたとしても、かかる資産の存在は、損金経理額がより大きい金

額である可能性があることを意味するにすぎず、原告の主張する本件各減価償却資

産の損金経理額が過大であることをうかがわせるものではない。そして、他に、原

告の主張する本件各減価償却資産の損金経理額（別紙５の１から８までの各表の

「損金経理額」欄記載の金額）の正確性を疑わせる事情はないから、上記被告の主

張は採用できない。 

    （イ）償却限度額 

原告は、本件各収益事業帰属減価償却資産及び本件各移行減価償却資産のうち旧定率

法が適用されるものを、別紙５の１から７までの各表の「①取得価額」欄記載の取得価

額により取得した後、「⑥過去の償却不足額の一括償却費（①－③）」欄記載の金額の減

価償却費を一括で計上したことにより、その会計上の帳簿価額は「③決算整理仕訳の後

の会計上の帳簿価額」欄記載の金額となったことから、これを基に、償却限度額を「④

決算整理仕訳の後の金額を基に計算した償却限度額」欄記載の金額として本件各確定申

告をしたが、これは誤りであり、正しくは「②取得価額を基に計算した償却限度額」欄

記載の金額が償却限度額となり、同金額が償却費として損金に算入される旨主張し、ま

た、本件各収益事業帰属減価償却資産のうち旧定額法が適用されるものについて、別紙

５の８の「④当期における会計上の償却費（損金の額に算入した償却費）」欄記載の金

額を損金経理額に計上して平成３０年３月期の確定申告をしたが、これは誤りであり、

一括で計上した減価償却費の金額である「⑥過去の償却不足額の一括償却費（①－③）」

欄記載の金額が損金経理額に算入されるから、正しくは「②取得価額を基に計算した償

却限度額」欄記載の金額が償却費として損金に算入される旨主張する。これに対し被告

は、損金経理額のほか、償却限度額の根拠となる各減価償却資産の取得価額及び耐用年

数等が明らかにされていない旨主張する。 

被告の指摘するとおり、各減価償却資産の取得価額や、その耐用年数及び償却率の算

定根拠となる取得時期、建物の構造種別など、償却限度額の計算の基礎となるべき情報

につき、原告は具体的な主張をしておらず、証拠上もこれらの情報が全て明らかになっ

ているとはいえない。しかしながら、これらの情報の少なくとも相当部分は、被告が原

告から提出を受けるなどして入手したと認められる原告の財務諸表等から明らかとなっ

ているし（乙１）、仮に明らかになっていない情報があるとしても、調査により明らか

にすることができるものと認められる。それにもかかわらず、被告は、原告による立証

が不十分である旨の抽象的な反論に終始し、具体的な主張を何らしていないのであって、

かかる事情を弁論の全趣旨として斟酌すれば、本件各収益事業帰属減価償却資産の償却
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限度額は、別紙５の１から８までの各表の「②取得価額を基に計算した償却限度額」欄

記載の金額となるものと認めることができる。 

  （３）本件各減価償却資産に係る減価償却費のうち損金に算入できる額 

     以上によれば、本件各事業年度における本件各減価償却資産のうち旧定率法が適用される

ものに係る損金経理額及び償却限度額は、それぞれ、別紙５の１から７までの各表の各「損

金経理額」欄記載の金額及び「②取得価額を基に計算した償却限度額」欄記載の金額である

と認められ、いずれの事業年度のいずれの減価償却資産についても、後者の金額が前者の金

額を下回っているため、本件各事業年度において損金に算入できる額は、その後者の金額と

なる。したがって、同金額から、原告が本件各確定申告において損金の額に算入した減価償

却費の額と同額である「④決算整理仕訳の後の金額を基に計算した償却限度額」欄記載の金

額を控除した金額である、「⑤更正の請求により損金の額に算入される償却費の増加額」欄

記載の金額が、本件各事業年度において、原告の所得の金額から減額され、又は欠損金額に

加算されるべきであるということができる。 

     また、平成３０年３月期における本件各減価償却資産のうち旧定額法が適用されるものに

係る損金経理額及び償却限度額は、それぞれ、別紙５の８の表の「損金経理額」欄記載の金

額及び「②取得価額を基に計算した償却限度額」欄記載の金額であると認められ、後者の金

額が前者の金額を下回っているため、平成３０年３月期において損金に算入できる額は、そ

の後者の金額となる。したがって、同金額から、原告が本件各確定申告において損金の額に

算入した減価償却費の額と同額である「④当期における会計上の償却費（損金の額に算入し

た償却費）」欄記載の金額を控除した金額である、「⑤更正の請求により損金の額に算入され

る償却費の増加額」欄記載の金額が、平成３０年３月期において、原告の所得の金額から減

額され、又は欠損金額に加算されるべきであるということができる。 

     これらに反し、本件各通知処分は、原告が移行前最終事業年度に一括計上した減価償却費

を損金経理額に含めず、かつ、償却限度額の計算に際し、「取得価額（既にした償却の額で

各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額）」とは、

決算整理を経た後の移行日時点の会計上の帳簿価額を意味すると解することを前提として、

本件各減価償却資産の償却限度額を計算するなどしたものであるから、その点において違法

である。 

  ４ 税額等の計算 

  （１）法人税の額等 

     原告が本件各確定申告において申告した、本件各事業年度における所得金額又は欠損金額

（ただし、平成２４年３月期については、平成２４年１０月３１日付け更正処分による所得

金額）は、別紙６「税額計算表」の「申告所得金額等」欄の金額であった（正の金額は所得

金額を、負の金額は欠損金額を意味する。）。そして、前記２のとおり、本件各譲渡有価証券

の譲渡利益額が過少である又は譲渡損失が過大である旨の被告の主張は理由がない一方、前

記３のとおり、損金の額に算入すべき償却費の額が過少である旨の原告の主張は理由がある

から、同表の「申告所得金額等」欄記載の金額から、同表の「損金算入償却費増加額」欄記

載の金額（別紙５の１から８までの表の各「⑤更正の請求により損金の額に算入される償却

費の増加額」の「合計」欄記載の金額と同一である。）が、所得金額については減算され、

欠損金額については加算されるべきであって、これらの加減算の結果、原告の本件各事業年
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度における所得金額又は欠損金額は、別紙６「税額計算表」の「認定できる所得金額又は欠

損金額」欄記載の金額となる（正の金額は所得金額を、負の金額は欠損金額を意味する。）。

ただし、平成２９年３月期については、同表の「申告所得金額等」欄記載の金額から「損金

算入償却費増加額」欄記載の金額を減算すると、２億０９８０万８３６３円の欠損金額が生

じていることとなるところ、原告の請求の趣旨において欠損金額とされる金額はこれより少

額であり、当該金額の正確性を疑わせる事情もないことを踏まえて、当該金額をもって、同

事業年度の欠損金額として認定することとする。また、平成３０年３月期については、同表

の「申告所得金額等」欄記載の金額から同表の「損金算入償却費増加額」欄記載の金額を減

算すると、同事業年度の所得金額は１億６３４６万７１０５円となるところ、平成３０年３

月期の所得金額の計算上控除可能なものとして繰り越された前事業年度以前の欠損金額が同

事業年度の損金に算入される結果、同事業年度の所得の金額は０円となり、同事業年度にお

ける翌期へ繰り越す欠損金額は、平成２９年３月期における翌期へ繰り越す欠損金額から１

億６３４６万７１０５円減少して、同表の「平成３０年３月期」の「翌期へ繰り越す欠損金

額」欄記載の金額となる（法人税法５７条１項本文）。 

     その結果、本件各事業年度のいずれにおいても、欠損金額が発生しているか、又は所得金

額が０円であるから、法人税の額は０円である（法人税法６６条１項）。 

     また、平成２４年３月期の「翌期へ繰り越す欠損金額」は、平成２４年３月期に係る欠損

金額と同額であり、平成２５年３月期以降の「翌期へ繰り越す欠損金額」は、その前事業年

度の「翌期へ繰り越す欠損金額」に、その事業年度の欠損金額を加算した金額（ただし、平

成３０年３月期については、平成２９年３月期の「翌期へ繰り越す欠損金額」から１億６３

４６万７１０５円を減じた金額）となるから、本件各事業年度の「翌期へ繰り越す欠損金額」

は、同表の「翌期へ繰り越す欠損金額」欄記載の金額となる（法人税法５７条１項本文）。 

     そして、本件各事業年度において、法人税額から控除される所得税等の額は、同表の「税

額控除の額」欄記載の金額であるから、原告が納付すべき法人税額は、０円から同欄記載の

金額を控除した金額である、同表の「納付すべき法人税額」欄記載の金額となる。 

  （２）復興特別法人税の額等 

     前記（１）のとおり、原告の平成２５年３月期及び平成２６年３月期における法人税の額

はいずれも０円であるから、復興特別法人税に係る基準法人税額は０円であり（東日本大震

災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法４４条１

号）、復興特別法人税の額も０円である（同法４７条２項本文、４８条）。 

     そして、平成２５年３月期及び平成２６年３月期において、復興特別法人税額から控除さ

れる復興特別所得税（東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法４９条１項）の額は、別紙６「税額計算表」の「控除復興特別所得

税額」欄記載の金額であるから、原告が納付すべき復興特別法人税額は、０円から同欄記載

の金額を控除した金額である、同表の「納付すべき復興特別法人税額」欄記載の金額となる。 

  （３）地方法人税の額等 

     前記（１）のとおり、原告の平成２９年３月期及び平成３０年３月期における法人税の額

はいずれも０円であるから、地方法人税に係る基準法人税額は０円であり（地方法人税法９

条１項、２項、６条１号）、地方法人税の額も０円であるから（平成２８年法律第１５号に

よる改正前の地方法人税法１０条１項）、納付すべき地方法人税の額は０円となる。 
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  ５ 結論 

以上によると、本件各更正処分等のうち、平成２５年３月期、平成２６年３月期、平成２７

年３月期及び平成２９年３月期の法人税の更正処分については、所得金額が別紙６「税額計

算表」の「認定できる所得金額又は欠損金額」欄記載の金額を超える部分、翌期へ繰り越す

欠損金額が同表の「翌期へ繰り越す欠損金額」欄記載の金額を下回る部分、及び納付すべき

法人税額が同表の「納付すべき法人税額」欄記載の金額を超える部分において違法であり、

本件各更正処分等のうち、平成２５年３月期及び平成２６年３月期の復興特別法人税の更正

処分については、納付すべき復興特別法人税額が同表の「納付すべき復興特別法人税額」欄

記載の金額を超える部分において違法であり、平成２９年３月期の地方法人税については、

納付すべき地方法人税額が同表の「納付すべき地方法人税額」欄記載の金額を超える部分に

おいて違法である。また、本件各更正処分等のうち、各過少申告加算税の賦課決定処分につ

いては、いずれについても、上記の納付すべき法人税及び復興特別法人税の額は、原告が本

件各確定申告において納付すべき税額として申告した金額を上回らず、各更正処分に基づき

国税通則法３５条２項の規定により納付すべき税額はないから、その全部が違法である。さ

らに、本件各通知処分のうち本件各更正処分対象法人税等通知処分以外のものについては、

平成２８年３月期の法人税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のう

ち欠損金額３億７７８０万６１０６円（別紙６「税額計算表」の「平成２８年３月期」の

「認定できる所得金額又は欠損金額」欄記載の金額）及び翌期へ繰り越す欠損金２８億５５

６５万３２２２円（同「翌期へ繰り越す欠損金額」欄記載の金額）を下回る部分につき更正

をすべき理由がないとする部分、平成３０年３月期の法人税の更正の請求に対する更正をす

べき理由がない旨の通知処分のうち翌期へ繰り越す欠損金２７億４５３４万６８１９円を下

回る部分につき更正をすべき理由がないとする部分並びに平成２４年３月期の法人税及び平

成３０年３月期の地方法人税の各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分

の全部が、それぞれ違法である。 

そのため、請求の趣旨第３項及び同第４項の請求は全部理由があり、その一方で、同第１項

及び同第２項の請求のうち、訴えの利益を欠き不適法である部分を除く部分（前記１参照）

は、同第３項及び同第４項の請求と同じであるから、同第１項及び第２項の請求には、同第

３項及び同第４項の請求を超えて認容すべき部分はない。 

したがって、請求の趣旨第３項及び同第４項の請求を全部認容することとして、主文のとお

り判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 

   裁判官 栗原 志保 

   裁判官 佐藤 貴大 
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（別紙２の１） 

処分一覧表１ 

 

 １ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス９億１１４８万１１８７円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金９億１１

４８万１１８７円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス５３００万１３０３円を超える

部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ２ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス２０２０万５７１２円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金９億３１６８

万６８９９円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス３４５２万８９２８円を超える部分

並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ３ 原告の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス２億９８６８万４６７９円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金１２億３

０３７万１５７８円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス３５８８万６８１０円を超え

る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ４ 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額０円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金１２億２４７８万３１０９円を下回る部

分及び納付すべき法人税額マイナス２６７５万１３２４円を超える部分並びに過少申告加算税の

賦課決定処分 

 ５ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正処分のうち、納付すべき復興特別法人税額マイナス４７万８２６２円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分 

 ６ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正処分のうち、納付すべき復興特別法人税額マイナス７２万９３９３円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分 

 ７ 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正

処分のうち、納付すべき地方法人税額０円を超える部分 

以上 
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（別紙２の２） 

処分一覧表２ 

 

 １ 原告の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ２ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ３ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ４ 原告の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ５ 原告の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額マイナス３億７７８０万６１０６

円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金２８億５５６５万３２２２円を下回る部分及び納付すべ

き法人税額マイナス３１２２万５５４４円を超える部分 

 ６ 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額マイナス５３１６万０７０２円を

超える部分、翌期へ繰り越す欠損金２９億０８８１万３９２４円を下回る部分及び納付すべき法

人税額マイナス２５９１万３１２４円を超える部分 

 ７ 原告の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額０円を超える部分、翌期へ繰り越

す欠損金２７億４５３４万６８１９円を下回る部分及び納付すべき法人税額０円を超える部分 

 ８ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ９ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 10 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 11 原告の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

以上 
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（別紙２の３） 

処分一覧表３ 

 

 １ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス１２億６９７０万７６０６円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金１５億

９５１９万９３８４円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス５３００万１３０３円を超

える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ２ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス３億２３５１万２９０３円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金１９億１

８７１万２２８７円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス３４５２万８９２８円を超え

る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ３ 原告の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス５億５９１３万４８２９円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金２４億７

７８４万７１１６円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス３５８８万６８１０円を超え

る部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ４ 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のう

ち、所得金額マイナス５３１６万０７０２円を超える部分、翌期へ繰り越す欠損金２９億０８８

１万３９２４円を下回る部分及び納付すべき法人税額マイナス２６７５万１３２４円を超える部

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分 

 ５ 原告の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正処分のうち、納付すべき復興特別法人税額マイナス４７万８２６２円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分 

 ６ 原告の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの課税事業年度の復興特別法人税の

更正処分のうち、納付すべき復興特別法人税額マイナス７２万９３９３円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定処分 

 ７ 原告の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正

処分のうち、納付すべき地方法人税額０円を超える部分 

以上 
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（別紙２の４） 

処分一覧表４ 

 

 １ 原告の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

 ２ 原告の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額マイナス３億７７８０万６１０６

円、翌期へ繰り越す欠損金２８億５５６５万３２２２円を下回る部分及び納付すべき法人税額マ

イナス３１２２万５５４４円を超える部分につき更正をすべき理由がないとする部分 

 ３ 原告の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業年度の法人税の更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のうち、所得金額０円を超える部分、翌期へ繰り越

す欠損金２７億４５３４万６８１９円を下回る部分及び納付すべき法人税額０円を超える部分に

つき更正をすべき理由がないとする部分 

 ４ 原告の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの課税事業年度の地方法人税の更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

以上 



44 

 

  

（別紙3)

関係法令の定め・・

 `

第 1・ 法人税法

（定義）

2 条

6 号公益法人等別表第二に掲げる法人をいう。

9号 普通法人 第 5号から第 7 号までに掲げる法人以外の法人をいい、人

格のない社団等を含まない。・

10 

•

9 

.

.

. 

●

●

'

]

.
`

.

-

、
.
`
~
i

ヽ

▼

.. 

9 

.

. 

•'i
·̀·̀

,
••

, 

, 

.

.

. 

9
. 

●

や

・16 

（内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税）

1 7 条 ・【令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。．】

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のう

ち収益事業から生じた所得以外の所得については、a 第 5条（内国法人の課税

':所得の範囲）の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さ

ない。

（各事業年度の所得に対する法人税の課税標準）

,・2 1 条

．， 
’ 

勾 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、

各事業年度の所得の金額とする。

‘; 

25 

・（各事業年度の所得の金額の計算）

2 ・2 条

1項内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当

該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
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2 項

6 

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に

算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は

無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の

取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

• 3 項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度9の損金の額に

算入すべき金額は＼月LJ段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。

1号 、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準

10 

． . . . ．． ．． • .. • •. " ．．． . ·• 
. . . 『... -. • •‘ ．．．．．． 

• •• . • .. ．． ． .. 

• -16 -

ずる原価の額

2 号 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管埋費そ．の他

の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定し

ないしものを除く。．）の額 ＇

3号 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4 項［平成3 0 年法律第7号による改正前のもの。以下同．じ.;)

第2 項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとす

る。 ・• 

（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）

3 .1条

20 

．．．
 

， 

9.5 ・. 

1項［平成24 年3 月期については平成2 3年法律第 1 1 4 号による改正前の

もの、平成2 5 年3月期から平成30 年3月期までに・ついては令和2年法

律第8 号による改正前のもの。以下同じ。 ・なお、以下の条文は平成2 3年

法律第11 4 号i'こよる改正前のものであるが、同改正は、本件の判断に影

響を及ぽすものではない。．】

内国法人の各事業年度終了の時において有ずる減価償却資産につきその・

償却費として第 2 2条第 3 項（各事業年度の損金の額に算入する金額）、の



46 

 

  

,• ●

' 

6 

． 

4項

10 

． ． ・ • .. • .. • . -. ..... 
•“ ・．． ... ; . - •. • . -. . ・・・• ．．．．．． 

＇ ...,.. . 
• 一.. 
. 11> 

規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、

その内国法人が当該事業年度においてその償却費どして損金経理をした金

額（以下この条において「損金経理額」．という。）のうち、その取得をした

日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法

人が当該資産について選定した償却の方法（償却の方法を選定しなかった

場合には、償却の方法のうち政令で定める方法）に基づき政令で定めると

ころにより計算した金額（次項において・「償却限度額」という。）に達する

までの金額とする。

損金経理額には、第1項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費

として損金経理をした事業年度（、以下この項において「償却事業年度」と

いう。）前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額（中略）

のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に

算入されなかった金額を含むものと（中略）する•O .

6項【平成24 年3月期については平成23 年法律第 1 1 4号による改正前の

もの、平成2 5年3．月期か・ら平成~:·o年3月期までについては現行のもの。
以下同じ。なお、•以下の条文は平成 2·3年法律第 1 1 4号による改正前の

20 

ものであるが、同改正は、本件の判断に影響を及ぼすものではない。） ． 

第 1項の選定をすることができる償却の方法の特例；償却の方法の選定

の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償

却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）

5 7条・.: 

25 

1項本文【平成24 年3 月期については平成2・3年法律第 11 4 号による改正

前のもの、平成 25 年3月期から平成3,0 年3 月期までについては平成2

. 7年法律第 9 号による改正前のもの。•以下同じ。なお、 •以下の条文は平成
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・ ; 

＆ 

23 年法律第 11 4 号による改正前のものであるが、同改正は、本件の判

断に影響を及ぼすものではない。］

確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前 7 年以内に開始

、した事業年度において生じた欠損金額（この項の規定により当該各事業年

度前の事業年渡の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第8

0条（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還付を受けるべき金額の

計算の基礎となったものを除く。）がある場合には、当該欠損金額に相当す

る金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

、10 （有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）

...

. " 

●

●

●
’

● 

..

.

.

. 

.

.

. .. ~.
.
. 

. 

... 

．．．

．． 

.
, 
.
.
. 
。
`

．．．．
．． 

.

'

事

.6 
1

( 

• 20 

ヽ

／
． 

6 1 条の2

1項［平成24 年3月期から平成27 年 3 月期までについては平成 2 7 年法律

第 9号による改正前のもの、平成2 8 年3月期から平成3.0年 3 月期につ．

いては平成 30 年法律第7号による改正前のもの．d 以下同じ。なお、以下 ，

の条文は平成2 .7 年法律第9号による改正前のものであるが、：同改正ば、 9

本件の判断に影響を及ぼすものではない。］

内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額

（第 1号に掲げる金額が第2 号に掲げる金額を超える場合におけるその超

える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額（同号に掲げる金額が第 1号に掲

げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。）は、第6 2

条から第6'2条の5まで（合併等による資産の譲渡）の規定の適用がある

場合を除き、その譲渡に係る契約をした日（中略）の属する事業年度の所し

得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。．

その有価証券の譲渡に係る対価の額（第24 条第1項｛配当等の額と

みなす金額）の規定により第23 条第 1項第 1号・（受取配当等の益金不

算入）に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる

1 号

;26 
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2号

＼ ． 

•6 

金額に相当する金額を控除した金額）

その有価証券の譲渡に係る原価の額（そ．の有価証券についてその内国

法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金

額（算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しな

かった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金

額）にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。）

2 .3項（平成 24 年 3月期？モら平成2.9 年3月期までについては平成 2 9年法

律第4 号による改正前のもの、平成3・0年3 月期については現行の24 項。
同改正により項数が繰り下げられたが、規定の内容に変以下同じ。なお、9

” 
更はない。｝ ・

．
． 
ー

・

◆

・

・
．．、
ヽ

．．
．
． 

． 
●0

・

・・・ 

．

．． 

． 

 `

.

.
“
o 
.
. 

5 
.

.

. 

..

.

. 

P
、
0

．

． 

・‘

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出

の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算

出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。

• 15 

64 条の 4

幻

26 

1 項［平成3 '1 年法律第6 号による改正前のもの。以下同じ。】

一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人（公益法人等に限る。

次項において「特定公益法人等」という。）である内国法人が普通法人に該

当することとなった場合には、その内国法人のその該当することとなった

日（以下この項及び第3 項において「移行日」という。）前の収益事業以外

．の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計

算した金額（第3 項において「累積所得金額」という。）又は当該移行日前

の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めると

ころにより計算した金額（第3 項において「累積欠損金額」という。）に相

当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額
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の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3 項（平成2 4年3 月期から平成;2・8 年3 月期までについては平成2.8年法律

第15 号による改正前のもの、平成29年 3月期及び平成3・0年3月期に

··• 
6 

10 

． ... 
. . .. ・▼゚

｀ ~ ... .... . 

一 ついては現行のもの。以下同じ。、なお、以下の条文は平成 28 年法律第 1

・6号にマよる改正前のものであるが、同改正は、本件の判断に影響を及ぼす

ものではない。】 ． 

第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法入の認定等に関する法

律（中略）第 2・ .9 条第 1項又は第2項（公益認定の取消し．）の規定により ・

・・.これらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該

当することとなった法入である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は

公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人

である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規

. .: ・. .. "' 
ヽ，・艦● . .

.,. ... .•. . .. 
16 

定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のた

めに支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定

・めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、

又は累積欠損金額若しくば合併前累積欠損金額に加算する。・

6 項前二項に定めるもののほ力＼第3項に規定する政令で定める金額を支出

した事業年度における処理その他第 1項から第3 項までの規定の適用に関

し必要な事項は、政令で定める。

、 20

． （各事業年度の所得の金額の：計算の細目）

6 5条

第 2款から前款まで（所得の金額の計算）に定めるもののほか、各事業

年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

匹

（各事業年度の所得に対する法人税の税率）
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． 
.6 

6 6条

1項【平成24 年 3月期については平成2 3年法律第 1 14 号による改正前のじ

もの、平成25 年 3月期から平成27 年 3月期までについては平成27 ・年

法律第 9•9号による改正前のもの、平成28年3 月期については平成28年
•法律第 1 ・,5 号による改正前のもの、平成 29 年3月期及び平成 30 年 3月

1.O 

し

.. .̀. 、 •“... .

●’ • 
．． 

•『....... 
“●  ● ● .. ．． 
・・・・.. 

期については令和4 年法律第 7 1 9 号による改正前のも＇の。以下同じ。なお、

以下の条文は平成2 3 年法律第 1 1 4 号による改正前のものであるが、上

記の各改正は、本件の判断に影響を及ぼすものではない。］

内国法人である普通法人、一般社団法人等（、別表第二に掲げる一般社団

法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項

及び第3項において同じ。）又は人格のない社団等に対して課、する各事業年

度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額にJ, O・O 分の 3

0の税率を乗じて計算した金額とする。

15 第 2 法人税法施行令［以下「施行令」という。］

（減価償却資産の償却の方法）

20 

2 

48 条

1項【平成 24 年 3月期については平成 2 3年政令第3 7 9号による改正前の

もの、平成2 5 年3月期から平成30 年3月期までについては令和2 年政

令第2 0 7 号による改正前のもの。似下同じ。なお、以下の条文は平成 2

3 年政令第3.7・9号による改正前のものであるが、同改正は、本件の判断

に影響を及ぼすものではない。：】．

平成1・9年 3 月3 1日以前に取得をされた減価償却資産（中略）の償却

限度額（法第 31 条第 1項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の

方法）の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額

の、限度額をいう．。以下第7 目までにおいて同じ。）の計算土選定をすること
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.
9 

． 

ができる同項に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、

次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号建物（第3号に掲げるものを除く＇。） 次に掲げる区分に応じそれぞれ

次に定める方法

5 ィ 次に掲げる方法

:10 '. 

(2) 

• ． .. . . 
•. ~... ... ... .. 
. ,  •..,.. .. . 
● ▼ 

ら •9 .. • • .... ．． 
し . 

1.. 、 • • 
~ ~ 

、,.

15 

二

平成 1 0 年3月 3 1 日以前に取得をされた建物

(1) 旧定額法（当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除し

た金額にその償却費が毎年同・ーとなるように当該資産の耐用年数に応

じだ償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償

却する方法をいう。• 以下ごの目及び第 7 目・（減価償却資産の償却限度

額等）．において同じ。）

旧定率法（当該減価償却資産の取得価額（既にした償却の額で各事 ~ 

業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損

金の額に算入された金額がある湯合には、当該金額を控除した金額）

にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数

に応じた償却率む乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額と：し

て償却する方法．をいう。以下このし目及び第7 目において同じ。）

ロ イに掲げる建物以外の建物 旧定額法

【なお、本項にいう「法」とは、前記第1の法人税法を意味する。

において同じ。】 ＿． f 

20 . 

｀ 以下施行令 ＇ 

（減価償却資産の取得価額) •.• 

・5 4条

1項［令和 2年政令第2 0 ・'7 号．による改正前のもの。以下同じ。】

減価償却資産の第 48 条から第 50 条まで（減価償却資産の償却の方法）

25 に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定

める金額とする。
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1号

ィ

購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

当該資産の購入の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、

関税（中略）その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、

その費用の額を加算した金額）

累 ＇ ・ロ 当該資産客事業の用に供するために直接要した費用の額

10 

．． 
• .· .• 

零 ．． ～ 参

ヽ ・ • . .. 
．．  ... 

• •• • ~ . .. ・ • 
" o:.. . . 

・ • • · i, :・ . . . 
. .  ·.• 
.~. 

（償却超過額の処理） ． 

6 2条【令和2年政令第20 7号による改正前のものd 以下同じ。】 ． 

内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年

度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算

入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした

日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳

簿`価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がさ

れなかったものとみなす。

16 

＇ 

20 

25 

（有価証券の取得価額），

1 1 • 9条 ..• . 

1項［平成24 年3月期から平成2 ・7年3 月期までについては平成2 7 年政令

第142 号による改正前のもの、平成2 8年3月期につ・いてば平成2 8年

政令第 1 46 号による改正前・のもの、平成2 ・9年3月期については平成 2

9年政令第 1 06 号による改正前のもの、平成3 0年3 月期については平

成 30 年政令第 13 2 号による改正前のもの。以下阿じ。なお、以下に引

用した部分の限度では、これらの改正の前後で差異はない。】 、

内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1 号 購入した有価証券（中略） その購入の代価（購入手数料その他その
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6 

有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加

算した金額）

2号 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券（中

□略） その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額

の合計額（以下略）

（有鉦証券の•:_単位当たりの帳簿価額の算出の方法） へ＿

1 1-・ 9条の2: ;.

1項

10 

. • ． .. . . 
• ・・ ・9 . . .. 
. .o ・・ ：

.,. 
0 ., . . .  . .  

. . . .  •• ・1 , 

ヽ ● ● ・・

• ・ . : . 

111 
• 9 

有価証券の譲渡に係る原価Q額を計算する場合におけるその 一単位当た

りの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。

1号 移動平均法（有価証券＇をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を

同じくする有価証券の取得（中略）をする都度その有価証券のその取得

の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額（中略）との合

計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出しー、その算出し

た平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。）

（累積所得金額又は累積欠損金額の計算）

1 3 1条の 4

20 

邸

1 項【平成24年 3月期から平成 28 年 3月期までについては平成 2 .8年政令

第14 6 号による改正前のもの、平成29 年 3月期及び平成3 o.年3月期

については平成3 .1年政令第 96 号による改正前のもの。以下同じ。、なお、

以下の条文は平成 2・8年政令第1 46 号による改正前のものでぁるが、同

改正は、本件の判断に影響を及ぼすものではない。】 ‘ 

法第64 条の4 第 1項（公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の

金額の計算）に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積

額として政令で定めるところによぃ計算した金額は、同項の内国法人の同
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1

5 

項に規定する移行日（以下この項及び次条第 1 項において・「移行日」とい

う。）における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等（負債の帳簿価額及び利益

積立金額の合計額をいう。以下この項において同じ。）を超える場合におけ

るその超える部分の金額（次条第2項において「累積所得金額」という。）

とし、法第 6 4条の4第1 項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠

損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の

内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合

におけるその超える部分の金額（次条第2項及び第 3項l、こおいて「累積欠

損金額jという b) とする。 .. 
I 

10 

（累積所得金額から控除する金額等の計算）
． . • 

，彎 ． • . ● 

・., .. .. 
9 ^ • 

．． 
ヽ

16 

・20 

1 3 1条の 5

"... .. "、、: . ..
、<, . .

、: .

1項【平成2・.4 年3月期から平成2 9 年3 月期までについては平成2 8年政令

第14 6号による改正前のもの、平成3 0年3月期については平成3・i年 ‘

政令第9 6号による改正前のもの。以下同じ。なお、以下の条文は平成2・..J 

8年政令第 1・4 ・6号による改正前のものであるが＇、同改正は、本件の判断

に影響を及ぽすものではない。）

．法第6 4条の 4 第3 項（公益法人等が普通法人に移行す｝る場合の所得の

金額の計算）に規定する政令で定める楊合は、次の各号に掲げる場合とし、 ．．

同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ

当該各号に定める金額とする。、

邸

3号 ＇法第64 条の4第1項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成1.8年法律第 50 号。 今

以下この号及び第 5項において「整偏記といぅ。）第 12 3 条第 1項（移

行法人の義務等），に規定する移行法人（中略）である場合．次に掲げる
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ーイ

.6 

金額のうちいずれか少ない金額

当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額（整備法第 1 ・1 

9 条第 2項第2・号（公益目的支出計画の作成）に規定する公益目的財産

残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう，o

次号イにおいて同じ。）．

ロ．

10 

...

. 
．
．
． 
．
．
． 
..
.
.. 
．．
 ・・

・

' 

、・

．．．．．．．．
 ．．．．．．
 

“
`

・ 

16 

‘’ 
勾．

” 

. 26 , 

当該内国法入の移行日におげる資産の帳簿価額から前条第 1項に規定｀

する負債帳簿価額等を控除した金額 ‘

5項 内国法人が法第6;4条の 4第3項の規定の適用を受ける場合（第1項第

93 号又は第4 号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。）

において浬当該内国法入のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度（整

備法第 124 条（公益目的支出計画の実施が完了したことの確認）の確認

に係る事業年度（次項及び第7項において「・確認事業年度」という。）後の

事業年度を除く。）の整備法第1 :1 .9条第2項第1号の支出の額（以下この

条において「公益目的支出の額」＇という。）が同項第2号の規定により同号

に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除され

る同号の収入の額｛次項において「実施事業収入の額」という。）を超える

ときは、その超える部分の金額（当該内国法人の有する調整公益目的財産

残額が当該超える部分の金額に満たない場合には．、当該調整公益目的財産・

残額に相当する金額。第7項において「支出超過額」という。）は、当該内

国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

6 項 内国法人が法第 6 4 条の 4 第3項の規定の適用を受ける場合において、

当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度（贖認事業年

度後の事業年度を除く。）の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超える

とき（当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。）は、そ

の超える部分の金額（次項において「双入超過額」という。）は、当訊内国

法人の各事業年度の所得の金額の計算上、・益金の額に算入しない。



56 

 

  

6 

7 項 前二項に規定する調整公益目的財産残額、とは、第 1 項ヽ第3 号又は第 4 号

に定める金額から前二項の規定の適用を受ける事業年度（以下この項にお

いて「適用事業年度」といぅ•。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減

算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加

算した金額（確認事業年度後の事業年度にあっては、零）をいう。、た

（収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額）

10 

1 3 1条の 6 . 

内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外

）の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債とな

．． ． 
C - e . . . 

. . . . ・

＾ ● 

o .. .  

● ● , .  ．． . •· •.. . .. 
曼 • "· " ..
•• • ' • • • .. • •• 

ll'i 

った場合のその資産及び負債（以下この条において「転用資産等」という。）

又は公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合

のその該当することとなった時において有するその収益事業以外の事業に属

してしヽた資産及び負債（以下この条において「移行時資産等」という。）の帳

簿価額は：それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿

に記載された金額又は当該移行時資産等の価額と）してその該当することとな，

った時においてその帳簿に記載されていた金額とする。

.20 
．` 

第 3 法人税法施行規則

2 7条の1.l 6．の 4 .

1項 ィ令第13 1条の 5第 1項第 3号イ（累積所得金額から控除する金額等の

計算）に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的

財産残額（中略）及び公益目的収支差額の収入超過額（中略）の合計額に整

備府令第1 4条第1項第2号（公益目的財産額）に掲げる金額（既に有して

26 いない同項第 1号に規定する時価評価資産（以下この条において「時価評価

資産」という。）に係る部分の金額を除く。次項第3号において「評価損の額」
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という。）を加算し、これから整備府令第 1 :4 条第1項第1号に掲げる金額（既

に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第 3 号において

「評価益の額」という；）を控除した金額とする。

6 . 

【なお、本項にいう「令」とは前記第 2の法人税法施行令を、 ・「整備府令」とは

後記第5の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法入の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律施行規則を意味する。）

＂
 
 `

．．
 

． 
●

’
, 

． ． ．．
 •• 

．． 
.. .,. ... ... 

.. ... ‘． ●． 

第4 整備法（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律）． ．

（社団法人及び財団法人の存続）

4 0 条
'入

•••• ． 
● ● , .  

l& 

以

1項第 38 条の規定による改正前の民法（以下「旧民法」という。）第.3 4 条

•の規定により設立された社団法人又は財団法人であ？てこの法律の施行の

際現に存するも。は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それ

ぞれ一般社団•財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人と

して存続するものとする。

【なお、 本項及び42条 1 項にいうr ● `f一般社団••財団法人法」とは、一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律を意味する。】

．． ・（名称に関する特則）

42 条

1 項 第4 0 条第 1項又は前条第 1項の規定により存続する一般社団法人又は

c 
●

『

26 一般財団法人であって第1 0 6条第 1項（中略）の登記をしていないもの

（以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法入」という。）について
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曇

．． 

5 

は、一般社団・財団法人法第5 条第 1 項の規定は、適用しない。

2項特例社団法人又は特例財団法人（以下．．「特例民法法人」と総利；する。）に

ついては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成1

8 年法律第4 ・9 号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法J

＇ という。．）・第 9 条第 4 項の規定は、適用しない。

... ,... .. -. 
• • .、,. ・ ~... . . 

... ・• • 
•̀ ．． 

（通常の一般社団法人又は一般財団法人へ、の移行） 、

4 5 条

特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第5 款の定めるところ

10 により、行政庁の認可を受け、‘それぞれ通常の一般社団法人又は--:般財団法

人となることができる。

16 

、ヽ 20

（公益目的支出計画の作成）

1 1 9条 、

1項第4 5 条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたと

きに解散するものとした場合において旧民法第 7・2条の規定によれば当該

特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべ

きものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸

借対照表上の純資産額を基礎と`して内閣府令で定めるところにより算定し

た額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところに

より、当該算定した額 ．（以下この款において［公益目的財産額1という。）• •

に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための

計画（以下この款において ，f公益目的支出計画」といぅ。） ．を作成しなけれ

26 

ばならない。

2項公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号公益の目的のための次に掲げる支出
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9

9 

.. 

2 号

10 

の増進に寄与する目的に関する事業のための支出

く。、）その他の内閣府令で定める支出

公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額（当該支出をした

事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを

控除した額に限るc) を控除して得た額（以下この款において「公益月的

財産残額」という。）が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関

する計画・

前号に掲げるもののほか、第1号の支出を確保するために必要な事項

として内閣府令で定める事項 ・

［なお、・本項にいう「公益法人認定法J

の認定等に関する法律を意味する。）

3号

公益目的事業のための支出

公益法人認定法第 5条第1 7 号に規定する者に対する寄附

第4・5 条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益

（イに掲げるものを除

とは｀公益社団法・人及び公益財団法人

｀ 

＂ 
、（移行法人の義務等） ．

20 

• i 2 3. 条 ｀

1項第12 1条第 1項において読み替えて準用する第 1・.o 6 条第 1項の登記

をした一般社団法人又は...:...般財団法人であってその作成した公益目的支出

計画の実施について次条の確認を受けていないもの（以下この節において

「移行法人jという。）は、同条の確認を受けるまで 、公益目的支出計画（中！

略）に定めたところに従って第1・1 9条第・2項第1号の支出をしなければ

ならない。

26 . （公益目的支出計画の実施が完了したことの確認）

124 条．
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移行法人は、第 1 19 条第 2項第 1号の支出により公益目的財産残額が零

と、なったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支

出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。

6 第5 ．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団、

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規

.. 
• - ・ . . . . . ●● 

I • • 

．．．． 
"’’ ...... 

.·. • ．．． ．． 

JO 

16" 

則［以下「整備法施行規則」という。l

14 条・ • 

1 項整備法第 119 条第・1項に規定する公益目的財産額は、第2条第 1項た

だじ書の事業年度（事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により

移行の登記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日 ，． 

までの期間が当該法人の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間）

の末日（以下「算定日］という。）における貸借対照表の純資産の部に計上

すべき額に第 1号に掲げる額を加算し、第2号、第3 号及び第4号に掲ザ

・る額を減算して得た額とする。

1号特例民法法人が算定日において次に掲げる資産（以下「時価評価資産」 ＇ 

という。）を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定”

・ 日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額

'イ 土地又は土地の上に存する権利

• 20 . 口 有価証券

.. 

四

ハ 書画•~骨とう、生物その他の資産のうち算定日にぉげる帳簿価額・と時
・価との差額が著し＜多額である資産

2 号 特例民法法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価

評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合

のその超える部分の額

3号基金の額
、 ．
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4号

2 項

5・ 

． 

前号に掲げるもののほか、貸借対照表の純資産の部に計上すべきもの

のうち支出又は保全が義務付けられてい、ると認められるものの額

前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された

時価評価資産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評

価資産の帳簿価額は、当該加算された額が増額され、又！お当該減算された

額が減額されたものとみなす。

.

.

.

. 

.

.

.

.. 

.

.

. 
．．

．．． 

．．．
 
•9 

．．

． 

．．
 
......... 

．．．．．
 ．．．
 

10' 

15 

-2 3 条

. • ・1項 移行法人の各事業年度の末日における公益目的財産残額は、当該移行法

入の公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益目的収支差額を

' 減算して得た額（公益目的収支差額が零を下回る場合にあつては、減算す

る額は零）とする。

2 項前項に規定する公益目的収支差額は、各事業年度の前事業年度の末日に'

おける公益目的収支差額（移行の登記をした日の属する事業年度にあって

は、零）に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該

事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額とする。

・ヽ 以上
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